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平成21年第１回太子町議会定例会（第416回町議会）会議録（第４日） 

平成21年３月６日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第21号 平成21年度兵庫県太子町一般会計予算 

２ 議案第22号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

３ 議案第23号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

４ 議案第24号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

５ 議案第25号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

６ 議案第26号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

７ 議案第27号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

８ 議案第28号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

９ 議案第29号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （総 括 質 疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第21号 平成21年度兵庫県太子町一般会計予算 

２ 議案第22号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

３ 議案第23号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

４ 議案第24号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

５ 議案第25号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

６ 議案第26号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

７ 議案第27号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

８ 議案第28号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

９ 議案第29号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （総 括 質 疑） 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ７番   中 井 政 喜 

  ８番   嶋 澤 達 也         ９番   花 畑 奈知子 

 １０番   佐 野 芳 彦        １１番   熊 谷 直 行 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   橋 本 恭 子 

 １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

  ６番   井 村 淳 子 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  肥 塚   馨 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 
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 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（北川嘉明） 平成21年第１回太子町

議会定例会第４日目におそろいでご出席いた

だき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第２１号 平成２１年度 

       兵庫県太子町一般会計予算 

  日程第２ 議案第２２号 平成２１年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計予算 

  日程第３ 議案第２３号 平成２１年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計予算 

  日程第４ 議案第２４号 平成２１年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計予算 

  日程第５ 議案第２５号 平成２１年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計予算 

  日程第６ 議案第２６号 平成２１年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計予算 

  日程第７ 議案第２７号 平成２１年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計予算 

  日程第８ 議案第２８号 平成２１年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計予算 

  日程第９ 議案第２９号 平成２１年度 

       兵庫県太子町水道事業会計予 

       算 

○議長（北川嘉明） 日程第１、議案第21号

平成21年度兵庫県太子町一般会計予算から日

程第９、議案第29号平成21年度兵庫県太子町

水道事業会計予算までを一括議題とします。 

 上程中の議案第21号から議案第29号までに

ついては、２月26日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから質疑

を行います。 

 まず、総括質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔明快にお願

いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 皆さん、おはようございま

す。 

 総括質疑を行います村田興亞でございま

す。 

 町長の施政方針について総括的に質疑をし

ますので、よろしくお願いします。 

 平成21年度の町長の施政方針についてお伺

いします。 

 第１項目めの健康でいきいきと暮らせるま

ちづくりで、今年度より新しく高齢者肺炎予

防事業として、75歳以上の高齢者で心臓、呼

吸器の慢性疾患の基礎疾患に対して予防接種

をするとあるが、具体的な対処方法を問う。 

 また、母子保健医療サービスで、安心して

出産するため積極的な受診とあるが、今社会

問題となっている産婦人科の対応が太子町で

は安心して出産できるのかを伺います。 

 21年度から安心見守りコール事業の受信セ

ンターの活用について、大変よいことだと思

いますが、詳細を尋ねます。 

 第２項目の豊かな人間性と創造性を育むま



－165－ 

ちづくりで、新たに小学校の外国語活動事業

として補助員活用のことが言われているが、

何人くらいの規模で、小学校の対象はどうな

ってるかを伺います。 

 教育施設等の整備については、国も耐震化

に力を入れており、龍田小学校耐震化はぜひ

必要だと思います。太田小学校の３教室不足

で校舎の増築とありますが、具体的な内容を

問います。 

 給食センターについては、先日の神戸新聞

の報道で、財政難で建てかえ断念ということ

の記事がありましたが、当面修理でしのぐと

あるが、将来計画も含めてどうするのかを伺

います。 

 太子町のスポーツ表彰ということでは新し

く表彰を設け、高校生以上の対象だが、見直

した理由を問います。 

 第３項目めの安全で快適に暮らせるまちづ

くりで、太子町犯罪被害者等支援条例を制定

とあるが、実現して安心の町にすべきだが、

本当は犯罪が起きない町にしなければならな

い。無差別殺傷が起きない手だてを関係機関

と練る必要があると思うが、見解を伺う。 

 安定した生活水の提供で、立岡山北配水池

の更新と本年度の実施設計とあるが、内容を

問うと。 

 第４項目めの豊かな緑にいだかれた活気あ

ふれるまちづくりで、農業経営の基盤の整備

について、収入減少の影響緩和対策の安定的

支援を行うと言われていますが、具体的な内

容はどうなのかをお伺いします。 

 第５項目めは、美しい景観に機能性を備え

たまちづくりで、ＪＲ網干駅の糸井西南地区

の土地区画整理事業の内容を伺う。 

 柳池総合公園の公共事業再評価説明書によ

ると、施設配置等の基本計画を見直すことで

総事業費107億円から79億円のコスト縮減を

図ったとあるが、この理由と、25年が完成目

途になるのか、その辺もあわせてお伺いしま

す。 

 第６項目めの自治と連携による力強いまち

づくりの第４次新行政改革大綱に基づく施策

を行うためにより強固な財政基盤の確立を目

指すために、どのように取り組むのか伺いま

す。 

 また、職員のやる気喚起を総体的な人事制

度で図っていくとありますが、具体的にどの

ようなものかをお伺いします。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 村田議員の質問に対し

まして答弁をさせていただきます。 

 第１点目に、高齢者の肺炎予防事業の具体

的な対処方法というお問いでございますが、

この対策につきましては、今肺炎球菌は体力

が落ちているときや、また高齢になるにつれ

免疫が弱くなってくると、いろいろな病気を

引き起こす原因となると言われております。

高齢者の肺炎による死亡率は、がん、心臓

病、脳卒中に次いで非常に高く、肺炎球菌ワ

クチンの１回接種により、高齢者の肺炎予防

また重篤化予防がますます大切になってきて

おります。75歳以上で心臓、呼吸器の慢性疾

患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液

漏等の基礎疾患のある方を対象とする方向

で、現在たつの市・揖保郡医師会と委託実施

に向け調整を行っているところでございま

す。 

 この予防接種の料金につきましては

8,100円かかるということでございますが、

自己負担額を4,000円、残り4,100円を公費で

助成せよという方向で今進めておるところで

ございまして、やはり年がいくにつれていろ

いろな病気を患っていくということで、この

肺炎球菌という、体力が落ちたときに、高齢

になるにつれて免疫が弱くなるということで

ございますので、こうした対策を進めていこ

うというところで新年度取り組みをしていき

たいと、このように考えております。 

 ２点目の保健医療サービスでございます

が、安心して出産するための積極的な受診等

について、妊婦健診の助成につきましては、

妊娠前期、21週以前の健診に5,000円、後

期、22週以降の健診に１万5,000円を限度と
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いたしまして各１回、妊婦健康診査の受診費

用の助成をいたしておりますが、このたび国

が出産支援策等による追加経済対策といたし

まして、望ましい受診回数とするということ

で、14回の診査費用に対して公費負担を拡充

助成することを踏まえまして、21年４月以

降、本町におきましても妊娠期間中の１回の

健診に5,000円を上限といたしまして、計

14回の健診まで助成を拡充することにしてお

ります。 

 また、安心して出産を迎えるために経済的

負担を軽減し、重要な妊婦健康診査に要する

費用を助成することで積極的受診を促進して

いきたいと、このように考えており、４月以

降に出産を予定する人にも追加交付をしてい

きたいと、このように考えております。 

 事業実施につきましては県医師会と委託契

約を引き続き希望いたしておりまして、県内

医療機関等への事業の協力をお願いしており

ます。 

 そうして、昨今よくこのお産につきまして

はいろいろと病院等の手配で議論を醸し出し

ておりますが、やはりこうした補助をするこ

とによって妊娠期から医者とのかかわりを持

って、生まれる前に駆け込むというのではな

くして、早くからそうした対応をしていって

いただきたいと、このように考えるところで

ございます。 

 次に、安心見守りコール事業の件でござい

ますが、もう既にご承知のとおり、虚弱なひ

とり暮らし高齢者が現在緊急時のみボタンを

押すことで消防本部司令室と応答ができる緊

急通報システムを運用しておりますが、21年

度より現在使用しております緊急通報システ

ム端末機を利用いたしまして看護師等の専門

スタッフが24時間体制で待機する受信センタ

ーに相談ができる、また受信センターから安

否確認を行う、双方向の内容でやれるとい

う、連絡が取り合えるということでございま

して、緊急時は受信センターから消防司令室

へ連絡を入れ、救急搬送等を要請するところ

でございまして、その際受信センターが日ご

ろの相談で把握している内容に基づいて的確

な情報を消防司令室に伝えることが可能であ

るということで、やはりこの24時間体制、今

までですとコールボタンを押して通報のみで

ございましたんですが、相談業務も受け付け

てくれるというところでございますので、非

常に便利になってくるんではないかなあと、

このように思うところでございます。しかし

ながら、少しでもこういう緊急通報というこ

とは少なくしていかなければならないと、こ

のように考えるところでございまして、常日

ごろの対応、対策も講じておかなければなら

ないと、このように考えております。 

 続きまして、２項目めの外国語の活動事業

についてでございますが、小学校学習指導要

領の改訂によりまして、平成23年度から第５

学年及び第６学年において週１こま、外国語

活動が位置づけされまして、英語を取り扱う

ことになっておるところでございます。 

 現在、各小学校では総合的な学習時間など

で英語活動に取り組んでおり、子供たちが英

語になれ、また親しみ、コミュニケーション

能力を高める取り組みをいたしておるところ

でございまして、またこれの本格実施に向け

まして、本年度から小学校段階において一層

外国語にふれたり、また体験したりする機会

を提供し、外国語活動の推進をしていきたい

と、このように考えております。 

 町内４小学校の５、６年生、20学級を対象

に、１学級当たり年間10回を目途に外国語活

動を予定いたしております。指導補助員には

元中学校や高等学校の英語教師等にお願い

し、各校に２名程度を配置いたしまして、こ

の事業に当たっていただきたいということ

で、今現在そうした方を模索中でございま

す。やはりこれからこうした外国語に英語に

なれていくというようなことは非常に大切な

ことではないかなと、このように考えるとこ

ろでございます。 

 次に、教育施設等の整備、耐震等について

でございますが、これはもういつも申し上げ

ておりますように、この新年度、平成21年度
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におきましては、龍田小学校の耐震補強工事

といたしまして全校舎を実施し、早期の安全

確保を図っていきたいと。そしてまた、次年

度以降に計画しております斑鳩小学校体育館

の基本設計また実施設計業務、南棟校舎の実

施設計業務をやっていきたいと、このように

考えております。 

 また、校舎の整備事業につきましては、こ

れはもう一般質問等でも出ておりましたんで

すが、太田小学校におきまして現在余裕教室

がないということから、平成22年度の児童増

加に対応するため増築工事を行っていきたい

と、このように思っております。教室等の配

置も考え合わせて、今現在保健室、家庭科室

等に使用されている教室を改良いたしまし

て、そうしたものを含めて施設整備を充実し

ていきたいと、このように思っております。

大体３学級ぐらいの増ということを考えてお

かなければいけないなということで取り組み

をさせていただきます。 

 次に、給食センターの計画についてでござ

いますが、今議員さんのほうからもおっしゃ

いましたように新聞報道ではああした記事が

載りましたんですが、断念という言葉が果た

してどうであるか。私は、活字になればああ

いう報道になるんかなという思いもするとこ

ろでございますが、今現在こうした非常に厳

しい財政状況の中、そうしたことを考え合わ

せますと、若干手を入れて今の施設を活用し

ていきたいということを思っております。 

 太子町におきましても、学校給食法に学校

給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資

し、またかつ国民の食生活の改善に寄与する

ものであることにかんがみ、学校給食の実施

に関し必要な事項を定め、もって学校給食の

普及、充実を図ることを目的とするというこ

とが定められております。この法律の精神に

基づきまして、本町では昭和48年１月の開所

以来36年余り、幼稚園、小学校、中学校の各

児童・生徒に給食を提供してきたところでご

ざいまして、本町のまた地形、行政区域等か

ら共同調理センター方式が最適で効率的であ

るという認識のもとでセンター方式で実施い

たしております。 

 そうした中、経年経過によりまして施設設

備の老朽化が進んでおりまして、管理上の面

からも危惧することから、平成19年度に学校

給食共同調理センター整備基本構想を作成い

たしました。しかし、やはり学校施設の耐震

化整備事業の優先着手、補助等の関係でそう

したものを優先しようということで、改築計

画を一時的に先送りをしようということで取

り組みをさせていただきたいと思っておりま

す。 

 そうした中で、先ほども申し上げましたよ

うに、現状の財政状況も踏まえながら現施設

の改善を年次計画に基づいて、修繕等の手法

によりまして可能な限り設備の更新を図って

いきながら、これからも施設の維持管理に努

め、効率的また経済的な運営を行い、安心・

安全な学校給食の提供を継続してまいりたい

と、このように考えております。 

 次に、施政方針の第２項目のスポーツ表彰

についてでございますが、太子町スポーツ表

彰を設けまして、高校生以上の対象ですが、

見直した理由ということでございます。 

 もう既にご承知のとおり、従来から太子町

表彰、スポーツ功労賞が他の功労賞と比べま

して受賞基準のバランスがとれないという声

がよく耳に入ってきました。平成18年に太子

町表彰条例施行規則取扱内規の見直しを行っ

たところでございます。しかしながら、その

内規内容が抽象的な表現でもあり、何をもっ

て判断するかが明確でないということで、さ

まざまな問題が発生いたしております。 

 今回の見直しにつきましては、表彰条例の

施行規則の「全国大会に出場し、優秀な成績

をおさめ、その功績が顕著な者」の条項を廃

止いたしまして、太子町表彰、スポーツ功労

賞につきましては、「スポーツの分野におい

て研究を行い、指導者として選手の指導育成

や体育事業において功績があった者」に限定

し、他の功労賞と同じ基準にしたいと考えて

おります。そのために表彰について整理を行
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い、太子町表彰、スポーツ功労賞にかわる、

高校生以上の現役選手の最高の表彰として太

子町スポーツ表彰要綱を制定し、優秀な選手

をたたえようとするものでございます。 

 なお、義務教育にある者につきましては、

教育委員会表彰を整理して対応していきたい

と、このように考えております。この件につ

きましても、いろいろな全国大会が開催さ

れ、もう小学生の方でも大会等で優勝された

ら既にこの表彰を受けると、受けてしまった

というようなこともございますので、そうし

た点やはり見直すべきではないかということ

で今回ご提示させていただいております。 

 続きまして、安全で快適に暮らせるまちづ

くりについて、太子町犯罪被害者等支援条例

を制定いたすべく上程させていただいており

ます。 

 この件につきましては、やはり防犯対策の

推進、また対策といたしまして、たつの警察

を初め各関係機関との連携、そうしたものを

密にいたしまして意識の高揚に努めていきた

いと。そして、特に防犯対策の強化といたし

ましては、今青色回転灯装備車を配置いたし

まして町内巡回パトロール体制を充実し、広

範囲にわたる防犯活動を実施いたしておりま

すし、またたつの警察とタイアップいたしま

して自治会、老人会における出前講座による

啓発、また啓蒙活動、交通パトロールカーに

よる警ら、刑事による夜間警ら等防犯対策に

努めております。 

 この件に関しましても、地元自治会さん、

また老人会さん、婦人会さん、いろいろな団

体の皆さんにご協力を得ながら、犯罪が起き

ないように、多くの方の目を光らせていただ

きたいなと、このように考えております。 

 次に、安定した生活水の提供ということ

で、立岡山の北配水池の更新についてお伺い

でございますが、この北配水池は昭和39年度

に設置されたものでございます。既に40年以

上の年月が経過いたしておりまして老朽化が

進んでおります。今のつくりはＲＣ構造で、

貯水容量が1,500立米となっております。 

 また、この配水池は、南配水池、容量

7,000立米、上水をポンプアップする中継ポ

ンプ場としての機能を受け持っておる重要な

配水池でございます。今現在、太子町におけ

る３水源地で取水した水は、すべて一度はこ

の配水池に入る、配水の拠点となる施設でご

ざいます。 

 しかし、昔のこのＲＣ構造は耐震性にやっ

ぱり乏しいということは言われております

が、それはやはり当時の施設でございます。

そうした点も考慮いたしまして、この重要な

施設である配水池を耐震性の構造に更新し、

また今現在の容量の増量と、付帯設備である

送配水管、送水ポンプ、機械、電気計装設備

等を更新する計画で進めておるところでござ

います。 

 実施時期につきましては、新年度におきま

して実施設計を行いまして、工事を22年度か

ら着手し、23年度で完了する予定にいたして

おります。水道事業の使命でもございます、

清浄で安全な水を安定的に町民の皆さんに供

給するためにも耐震性を備えた施設更新を必

要とするということで事業に取り組みたいと

考えております。 

 次に、豊かな緑にいだかれた活気あふれる

まちづくりについて、農業基盤の整備につい

てのお問いでございますが、今お問いになっ

ております収入減少影響緩和対策の安定的な

支援ということでございますが、平成19年度

より国が講じております品目横断的経営安定

対策に続く対策でございまして、担い手の販

売収入の減少が経営に及ぼす影響が大きい場

合に、その影響を緩和するというものでござ

いまして、具体には米、麦、大豆等の品目ご

との当該年収入と基準期間の平均収入の差額

を合算、相殺し、減収額の９割について、生

産者と国による拠出の範囲内で補てんしよう

とするものでございまして、拠出割合につき

ましては生産者が１、国が３ということでご

ざいまして、やはりこの制度は積み立てによ

ってやるということでございますので、掛金

でもってこの対応をやっていこうということ
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でございます。この生産者は掛け捨てになら

ないということでございますので、有利では

ないかなという思いでございます。 

 続きまして、ＪＲ網干駅に関してでござい

ますが、このＪＲ網干駅西南地区土地区画整

理事業につきましては、現在組合設立準備委

員会を中心に事業化に向けて活動をしている

ところでございます。平成21年度では、平成

22年度組合設立認可を受けるべく調査設計業

務、認可申請書作成等や測量業務委託を計画

いたしております。 

 この件につきましても、やはり地元との協

議はしっかりやっていかないといけないとい

うふうに思っておりますが、ほぼ前に進める

状態になったということで、今後は県の都計

審等にもこうした書類を作成してかけていき

たいと、そして前向きに取り組みをしていき

たいと、このように考えております。 

 次に、柳池総合公園についてでございます

が、このたびの見直しにつきましては、平成

18年１月に行財政審議会からの意見具申を受

けまして、その間に生じました社会情勢等の

変化を踏まえ、施設配置や事業規模等を見直

したものでございます。 

 主な内容といたしましては、現在ある町民

グラウンドの利用状況から、より多くの町民

が気軽に利用できるよう、専用グラウンドと

して計画いたしておりました野球場を多目的

なスポーツ広場空間としております。やはり

野球、サッカー、グラウンドゴルフ、またイ

ベント等、幅広く使用ができるように変更を

したということ。また、民間施設と競合する

には経営及び運営方針、方法等のノウハウが

ないというようなことからコミュニティプー

ルを廃止したということでございます。その

結果が、事業費107億円から79億円に縮減が

図れたというところでございまして、この事

業期間でございますが、今計画の中では平成

25年を目指しましてやっていこうという取り

組みをいたしておりますが、やはり財政状況

等々をしっかり見きわめながら進めていきた

いなと、このように思っております。どうし

てもこれが今現在必要かということを考えて

いきますと、若干そうした面、遅らせても大

きな影響がないんではないかなという思いも

いたしておりますので、その点はご理解をお

願いしたいと、このように思います。 

 続きまして、財政基盤の確立を目指すため

にどのように取り組むのかということでござ

いますが、やはり町税はもとより国、県の補

助金の的確な把握に努めるとともに、交付税

においても国の動向をしっかりと、見誤るこ

とのないようにしていきたいと、このように

考えております。 

 また、新発債につきましては、事業内容を

十分に精査し、将来に禍根を残さないような

対応をしていきたいと、このように思ってお

ります。 

 最後になりましたが、職員のやる気を喚起

できる総合的人事制度ということでございま

すが、住民の行政ニーズが複雑、多様化し、

その変化のスピードも速くなってきている中

で、住民の期待にこたえ、真に住民本位の、

良質で効率的な行政サービスを提供し続けて

いくために、その担い手でございます公務員

のあり方、育て方にも変革が求められている

ところでございます。 

 任用、給与、能力開発など、公務員の人事

管理にかかわる制度やその運用も、こうした

ことを十分に意識して行っていかなければな

らないと考えております。 

 また、職員の側からも、多数の職場を経験

しながら昇進していくばかりではなく、専門

性を向上させることなどの多様なキャリアパ

スへの志向やワーク・ライフ・バランスを重

視した勤労意識の変化、そうしたもの、多様

な働き方を求められるようになってきており

ます。 

 こうした状況に対処することには、これま

で見られた採用年次等を過度に重視した任用

や、年功的な処遇などの集団的また画一的な

人事制度を、職員の能力、適性、志向、実績

等を重視した、いわば個に応じたものに転換

し、職員個々の業務遂行、意欲を向上させ、
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公務能率の一層の増進を図っていくことが必

要であろうと、このように考えております。 

 具体な方策といたしましては、頑張れば報

われる、そうしたことが実感できる人事評価

制度の確立、個々の適性、志向等を重視し、

かつ組織としての能力向上につながる配置転

換、昇進、昇格等、人事異動の活性化、また

本人の希望に基づく研修への派遣、研修内容

の見直し等、研修制度の充実等を実施し、全

体として職員の意識にやる気が喚起できる人

事制度を推進していきたいと、このように考

えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（北川嘉明） 村田議員。 

○村田興亞議員 総括的に町長のほうからお

答えいただきましてありがとうございまし

た。 

 私自身も予算委員会に所属しておりますの

で、あと各項目、款等につきましては、また

その中でお尋ねをしていきたいと思いますの

で、総括質疑は以上で終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で村田興亞議員の

総括質疑は終わりました。 

 次に、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、通告に従って総

括質疑をさせていただきます。 

 １、予算を組むに当たっては過去の反省の

上に立って立てるべきであると思う。 

 20年度はまだ３月分が残っており、途中で

あるので反省しづらいと言われるかもしれな

いので、19年度、20年度を振り返ってみれ

ば、ここ１年でどういうことが不十分であっ

たかを概観できると思います。これは必ずし

もお金を使い切ったかどうかという観点では

なく、新年度の予算編成においてどのような

点を考慮にするかを考えられた際に必ず考え

られた点ではないかと思うのでお尋ねをして

おります。 

 ここ一、二年において、(1)達成が不十分

だった点、(2)十分達成できた点について、

総務部、生活福祉部、経済建設部、教育委員

会でそれぞれ主な点を３つ挙げられたい。財

政課がまとめて答えられることを望んではお

りません。実際にそれぞれの業務を遂行され

ている各部のお考えをお聞かせ願いたいと思

います。３つが何個になっても、それにはこ

だわりません。 

 また、これに基づき、21年度に重点的に取

り組みたい内容（施政方針演説の中からでも

構いませんし、それ以外からでも構いませ

ん）の中から特に重点的に取り組みたい内容

を施政方針に加えて、総務部、生活福祉部、

経済建設部、教育委員会ごとにもう少し詳し

くご説明願いたいと思います。 

 ２、高齢化対策について。 

 太子町でも今後高齢化が進むものと思われ

ます。今後10年先を見据えてどのような対策

を今から行おうと考えておられるか。そのこ

とが予算の中にどのように見られるか、ご説

明いただきたいと思います。 

 ３、景観行政について。 

 斑鳩寺を中心とした景観を整備すべきであ

ると私は考えますが、そのような考えはあり

ませんか。そのことが予算の中に見られるか

見られないか。斑鳩地区のまちづくり協議会

以外の予算は予算書の中にないか。関連し

て、品格あるまちづくりをどのようにして進

めようと考えるか。まちづくり交付金の交付

対象事業を十分検討され、太子町を品格ある

町にしていくべきだと思うが、今後検討して

いただけないか、ご答弁をお願いします。 

 ４、風通しのよい行政について。 

 町民に対して風通しのよい行政となるため

に、どのように取り組もうと考えておられる

か。町民から風通しが悪いと思われていない

か。制度に基づく情報開示だけでなく、町行

政の対町民に対する姿勢としてどのようなこ

とができると考えておられるか。 

 ５、活力ある職場づくりのための上司の役

割について。 

 職員がみずからの職務を理解して職務を遂

行するよう、どのように上司は対応している
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か。平成20年度においては補助される団体等

に対する予算の執行が平成20年１月27日にお

金が支払われる。つまり、その年度の残り２

カ月でお金が渡されたケースがあります。も

ちろん書類を出してもらわなければ補助金は

出せませんが、申請をされていなければ少し

でも早く出していただくよう該当団体に話を

していくことも職員の職務の中に入っている

はずであります。この職員の個人批判をする

ために聞いているのではなく、このようなこ

との起こらないように、課長、次長、部長、

教育長、副町長、町長はどのような姿勢で部

下の教育指導に当たっているか。このことを

先の全員協議会で教育委員会の報告の際に指

摘した際に、同様のことが過去にもあったと

同僚議員から後で聞いております。民間に比

べて公務員は甘いと言えないか。民間の会社

員が顧客に接しているように、サービスを受

けられる町民の皆様の立場に立って十分職責

を果たしていただかなければなりません。こ

のような姿勢で職員がその職責を生き生きと

果たし、活力ある太子町行政とするために、

いかに部下に対して接するか。 

 ６、晩婚化、非婚化対策について。 

 少子化対策問題では子育て支援以外に生涯

未婚率の上昇や晩婚化傾向が顕著となってい

ます。もちろん個人の人生観やライフスタイ

ルの問題であるという面はありますが、晩婚

化、非婚化対策について町として取り組める

ことはあるか、ないか。 

 ７、用地買収について。 

 太子町は総合運動公園の用地買収では本年

度何筆、何平米買収しようとしているか。本

年度は総額幾らを考えているか。 

 また、都市計画道路龍野線（太子道路）は

県の事業でありますが、本年度何筆、何平

米、県が買収しようとしているか把握されて

いるか。本年度は総額は幾らになるか。総合

運動公園と同様に答えられたい。 

 ８、入札のあり方について。 

 競争することによってより安く執行できる

ものがまだまだあると思われます。太子町議

会は揖龍衛生に対しても一般競争入札にする

よう申し入れを行っております。太子町もそ

のようにすべきではないか。ごみの入札によ

って半額になった地方自治体もあります。こ

の前ある住民も太子町のごみは高いと言って

おられました。一般競争入札をもっと広げら

れないか。 

 ９、あすかホール喫茶室の使用許可につい

て。 

 保証金300万円、月額使用料13万円で広報

に載せておきながら、保証金100万円、月額

使用料10万円という条件を広報に載せないま

ま１社に許可を出されましたが、もしもほか

にも同じ条件であればやりたいという業者が

おられた場合どうされるのか。業者を決める

手続が甘いが、緊張感を持って仕事をすべき

だと思うが、いかがか。入ってくれるところ

があったのでという答弁（福祉文教常任委員

会、総務常任委員会及び一般質問での答弁）

の姿勢は単なる言いわけに聞こえます。行政

がやってはならないことをやったのではない

か。緊張感をもっと持ってもらえないか。行

政はきちんと手順を追って行うべきであると

思うが、いかがか。一般質問で同僚議員に答

えられた答弁（言いわけ）のみの答弁は要り

ません。早く入ってもらいたかったという答

弁ではなく、そのようにしたことをどう考え

ておられるか、きちんとお答えいただきたい

と思います。 

 10、東芝による土壌汚染について。 

 今回の客土工事で土壌汚染はすべて解決で

きると考えているか。住宅の建っている土地

は今後どうするのか。そのことについて東芝

から聞かれたことはあるか。また、20センチ

をかえるだけでは農機具が土をかきまぜたり

したときに本当に十分な対応と言えるか。食

の安全は保障されたと言えるか。 

 以上です。お願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） １点目の件につきまし

ては、それぞれの部長さんにもお聞きされて

いると思いますが、あらかた私のほうからの
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答弁をさせていただきたいと思います。 

 総務部につきましては、広報広聴機能の充

実、「広報たいし」での特集記事の充実、ま

ちづくりの集いの開始等々、そうしたものに

取り組みをさせていただいております。 

 人事体制の見直しにつきましては、評価制

度の導入、また人材育成計画の策定等にも取

り組みをさせていただいております。そし

て、行政改革、こうしたものに取り組みをさ

せていただき、これは成果があったと、この

ように思っております。 

 一方、課題を積み残したといいますか、そ

うした面では健全財政基盤の確立、また参画

と協働の推進、徴収率の上昇など、そうした

ものでございます。なかなかすぐに改善でき

るということは難しいと思いますので、長期

的に取り組みをしていきたいと、このように

考えております。 

 また、新年度に総務部として取り組みをす

る内容ということでございますが、町民と行

政が手を携えて一緒にまちづくりのための活

動としてイベントの企画、開催、また防犯活

動等を協働して実施しておるところでござい

ますが、これらをさらに推進するために町民

の皆様へ一層の理解を図っていきたいと、こ

のように考えます。 

 取り組みといたしましては、広報機能の充

実とともに町民と行政の対話の機会の充実、

広聴機能を充実していきたいと考えておりま

す。具体には、町民提案箱、パブリックコメ

ント制度の積極的な活動を行うとともに、出

前講座、まちづくりの集い、そうしたものを

住民の参加機能を通じて町民の皆様方にわか

りやすい形で行政情報を提供しご意見をいた

だきたいと、そういう所存でございます。ま

た、そうしていただいたご意見を第５次太子

町総合計画の策定に生かし、住民との協働で

進めていきたいと考えております。 

 生活福祉部でございますが、十分であった

点といたしましては、児童福祉の充実におき

まして子育て学習センターの移転開設が１点

に挙げられます。 

 また２点目には、療育事業の充実。これに

つきましては、西播磨児童デイサービス事業

が開始されました。 

 ３点目は、防災対策の推進において洪水ハ

ザードマップを作成し、町民の皆さんに配布

できたというところでございます。 

 ４点目、環境対策につきましては、レジ袋

の無料配布中止ということに取り組めたとい

う点がございます。 

 逆に十分でなかった点でございますが、健

康づくりにおいて健診受診へのアプローチが

挙げられるんではないかなというところと、

また地域包括支援センターの高齢者訪問、そ

うしたものがございますが、いずれにいたし

ましても奥行きがある施策、事業でございま

すから、表面的にとらえることには困難がご

ざいます。十分だからということで終わるん

ではなくして、これからもそうした面、より

一層取り組みを重視していかなければならな

いと、このように考えておるところでござい

ます。 

 次に、経済建設部でございますが、この件

につきましては、一応下水道関係、面整備

等々も終了いたしまして、これからは維持管

理等々にしっかりとしたウエートを置いてい

かなければいけない。あとわずかのまた合併

浄化槽等々の取り組みについてもやらなけれ

ばいけないと、このように思っております。 

 それと、達成できたことにつきましては、

まちづくり協議会の活動、そして福井大池の

公園化事業の完成、街路事業龍野線の完成で

ございまして、町民の皆さんにご利用をいた

だいておるというふうに考えております。 

 そうした点、下水道関係では先ほど申し上

げました合併浄化槽のあと残りの早期着工、

着工といいますかご依頼、それから雨水基本

計画等々の作成、それから総合公園での財政

的な配慮からの遅れということでございます

が、私はこの総合公園につきましては先ほど

の議員さんにもお答えしましたが、町民の皆

さんに大きなご不便をおかけするということ

はないというふうに考えておりますので、そ
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うした面はある程度余裕といいますか、めど

がつき次第取り組みをしていきたいと思って

おります。 

 それから、農業経営基盤の整備の促進とい

ったところがこれからしっかりと取り組まな

ければいけない点だと、このように考えてお

ります。 

 次に、教育委員会の事業につきましては、

やはり十分だった点は、安全・安心の環境づ

くりの推進というところで、新１年生への防

犯ブザーの配付、また青パトによる下校時の

巡回、スクールガードによる地域巡回の取り

組み、そうしたことが充実でき、事故もなく

いけたというのがよかったなという点でござ

います。 

 それから、体験学習事業の実施、トライや

る、また自然学校、そうしたものも充実して

いき、意義のあるこれは取り組みである、事

業であるなと、このように考えております。 

 それから、学童保育園の充実、こうした点

につきましても、やはり今大きく学童につき

ましても膨らんできておりますが、着実に取

り組みができておると、このように思ってお

ります。そうした中での長期の休暇中の４年

生の受け入れ等々も進めてまいりたいと、こ

のように思います。 

 課題につきましては給食センターの整備事

業、やはり大きな事業になってきますので、

その改築計画の見直しもしっかりとやってい

かなければいけない。 

 また、学校園の施設の整備、耐震化の取り

組みでございます。こうした点につきまして

も確実な計画のもとに進めていきたいと、こ

のように思っております。 

 学童保育につきましては、いい面、両面、

両方あろうと思いますが、私自身はやはり施

設を充実させ、またその中での取り組みをし

ていかなければいけないと、このように思っ

ております。 

 それから、学校教育における指導、また支

援体制、スクールアシスタント配置事業、ス

クールカウンセラー活用事業、別室少人数指

導事業、社会人活用事業、そうしたものを通

して充実を図っていくということでございま

す。 

 また、体験学習事業の実施につきまして

は、小学３年生対象の環境体験事業、また５

年生対象の自然学校推進事業、中学２年生対

象のトライやるウイーク事業、そうしたもの

が着実な取り組みがなされておると、また思

っております。 

 また、国際理解教育の事業につきまして

は、外国青年招致事業、外国語活動による国

際感覚を高めるために、これも板についてき

たなと、このように考えております。 

 学校施設の整備につきましては、太田小学

校の増築、また龍田小学校の耐震工事等、こ

の環境整備にも取り組みができていると、こ

のように思っております。 

 次に、高齢化対策についてでございます

が、この件につきましては、やはり住みなれ

た地域で生き生きとした生活をお送りいただ

くためにボランティア活動、また生きがいを

高めるための活動等をされている老人クラブ

へ補助をいたしておるところでございます。 

 身体機能が低下し、住宅改修、改造が必要

な方におきましては、介護保険での補助に上

乗せした補助を実施いたしております。 

 低所得のひとり暮らし高齢者に対しまして

は、就寝時の火災に気づきにくく逃げ遅れな

いために、寝室の住宅用火災報知機の給付を

行っております。 

 また、地域包括支援センターの総合相談窓

口を中学校区ごとに１カ所ずつ、社会福祉法

人に委託いたしまして、担当地域の75歳以上

のすべての高齢者宅を訪問いたしまして、身

体や介護等の不安を把握しまして、必要なサ

ービスにつなぐことを行っておるところでご

ざいます。 

 また、同じくひとり暮らし高齢者で虚弱な

方に対しまして、21年度からは新年度からは

緊急通報装置システムから安心見守りコール

事業への転換を行い、緊急時だけでなく看護

師などの専門スタッフが対応して電話回線を
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利用し、また相談や定期的な安否確認を行う

事業をしていきたいと、このように思ってお

ります。 

 また、身体機能の低下に対しましては、介

護予防事業で身体機能の維持向上を図ってい

きたいと、このように考えております。 

 続いて、景観に関しての件でございます

が、町といたしましても斑鳩寺周辺を中心と

した町並みの保全や整備については必要であ

り課題であるというふうに考えております。 

 この件につきましても、やはり昔のあの旧

２号線から仁王門までの変動等々思い起こし

ますと、やはり壊したものの大きさというの

は痛切に感じるところでございますが、今現

在斑鳩校区におきましては、斑鳩の文化、歴

史環境を生かしながら、住んでよかったと思

える住みよいまちづくりを目指しまして、校

区の自治会長また会長経験者等で構成されて

おります、まちづくり協議会が立ち上がって

おります。これまで協議会ではアドバイザー

の派遣を受け、勉強会やワークショップ等を

実施し、地域のよいところや課題の抽出など

を行ってきたところであります。みずからの

町はみずからで考えていこうという協議会活

動に対しまして、平成20年度よりソフト面で

助成をし、この活動を支援しているところで

ございます。 

 過去にも景観形成を中心に協議を進め、建

物の規制や配色の規制など、制限を主に置い

たことによりまして、地域の皆さん方の縛り

ばかりになりまして途中で断ち切れをしたと

いう経験もございますので、やはりこうした

計画につきましては地域の皆さん、役員の皆

さんだけじゃなくして、地域にお住まいの皆

さん方とも十分にすり合わせをしながら計画

を進めていかないといけないと、このように

思っております。やはり、いろいろな面で

も、国等の助成、また協議会とも調整を図り

ながら取り組みをしていきたいと、このよう

に思います。 

 次に、風通しのよい行政となるためにとい

うお問いでございますが、やはり何よりもま

ず透明性が私は大事であると、このように考

えます。行政運営、政策決定への信頼性を確

保するべく、何よりも徹底した情報公開が大

事と、このように思います。 

 平素、風通しのよい行政運営を心がけてい

るところでございますが、全世帯アンケート

の自由意見の結果によりますと、行政情報の

発信を求める意見もございます。今後とも広

報体制の充実を図っていきたいと、このよう

に思うところでございます。 

 また、情報開示だけではなく、住民が町の

方針決定に参画し、お互いが知恵を出し、力

を出し合うという環境を整えることが必要で

あると考えております。 

 そうした関心を持っていただくべく、行政

情報の発信とともに、町民と行政の対話の機

会の拡充など広聴機能も充実して、行政情報

と住民ニーズを住民と行政が共有する、また

政策、施策の段階から町民の方々が参加する

参画を推進していきたいと、このように思い

ます。 

 新年度はまちづくりの集いの充実を図り、

そしてそれぞれのいただいたご意見を第５次

の太子町の総合計画に生かしていきたいと、

このように考えます。 

 続きまして、活力ある職場づくり、部下職

員に対する職務遂行への指導、教育姿勢につ

いてでございますが、職場の風通しをよくす

るためには人間関係の構築、十分な留意が必

要と、このように考えます。 

 また、課の目標を明確にし、また職員の担

当事務を個人でも目標を設定し、その目標に

対する意識を共有することが肝要であると考

えます。 

 現在運用しております人事評価制度では半

年ごとに目標、成果を明らかにし、育成指導

面接を通して当方の思いを伝え、また職員の

意識の把握に努め、よりよい方向へ育成指導

をしているところでございます。 

 また、月単位あるいは週単位で事務の進行

状況を把握し、事務の停滞がないか、公私に

わたり困難な状況に陥っていないか等、部下
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に対して十分な注意を払い、必要であれば助

言を行う等、職員の掌握に努めているところ

でございます。 

 次に、晩婚化、非婚化についてのお問いで

ございますが、この理由といたしまして、出

会いの機会の減少、また結婚観の変化、養育

費、教育費の負担が大きい、仕事と家庭の両

立の困難さなどが背景になっていると考える

ところでございますが、結婚するしないにつ

きましては、基本的にはやはり個人の選択で

あり、行政が直接介入すべきではないという

ふうに考えております。 

 我々のこの太子町、立地的な面から見まし

ても、行政主導でやるということはなかなか

難しいであろうと。また、いろいろと報道機

関でも言われております、対策を、対策とい

いますか、そうした催しを実施されている町

でも、いつもいつも同じメンバーになってし

まって長続きがしないというようなことも言

われております。 

 そうした点におきまして、我々行政といた

しましては、次世代育成支援行動計画をもと

に子育てをしやすい環境づくりを進めてい

き、子育てに夢と希望を持っていただくこと

が若い方々の結婚、子育てを応援するような

取り組みであろうと、このように思っており

ますので、そうしたところを十分に考え合わ

せながら支援行動計画に基づいて取り組みを

行政としてはしていきたいと、このように考

えております。 

 もしお問い合わせがございましたら、兵庫

県やＮＰＯ法人などが行っていらっしゃいま

す出会いの機会もご紹介できればなと、この

ように考えます。隣のたつのですか、パート

ナー探しのお手伝いをする、「めぐり愛たつ

の」が開かれており、志んぐ荘で交流会を実

施したということも聞いており、町もチラシ

を掲示したところでございます。そうしたと

ころもご紹介させていただきたいなと、この

ように思います。 

 次に、用地買収についてでございますが、

総合公園の21年度の用地買収につきまして

は、山林等４筆、約6,700平米を予定いたし

ております。これにつきましては、いつも決

算等でも申し上げておりますように、あくま

でもその交渉が成立しない場合は入れかえを

するというようなこともございますので、筆

数等が変わることもございます。その点はご

理解お願いしたいと思います。 

 それと、ちょっと用地買収とは関係ござい

ませんが、花と緑・文化の里ゾーンの実施設

計を予定いたしておりまして、総合公園の事

業費といたしましては総額約4,500万円を計

上いたしておるところでございます。 

 それから、龍野線の関係でございますが、

通称太子道路につきましては、21年度の事業

予定としまして、用地10筆、物件補償８戸等

で、総額４億6,000万円の事業費ということ

でございます。この件につきましても、先ほ

ど申し上げましたように、若干、地域の皆さ

ん方、地権者の皆さん方等との交渉の中で変

更される場合があるというふうに思っており

ます。 

 次に、入札のあり方についてでございます

が、揖龍衛生の件にも触れていただいており

ます。本当に深く反省といいますか、取り組

みに対して、また公務員としてのあり方、そ

うした公務員としたしっかり自覚を持ってい

ただかなければならないと、このように思う

ところでございまして、そうした中、私ども

この入札につきましては、平成19年４月から

一般競争入札の枠を拡大したところでござい

ます。今後も改善すべき点がありましたら随

時見直しをかけていきたいと、このように思

っております。 

 次に、あすかホールの喫茶室の使用許可に

ついてでございますが、一般質問でもお答え

させていただいております。使用料13万円、

保証金300万円で募集をしておりましたが、

応募される方がございませんでした。喫茶店

を閉めてから１年以上が経過いたしており、

早く喫茶店を再開したいとの思いから入店条

件の使用料、保証金を下げざるを得ないと考

えて、こうした今現在の募集になったところ
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でございます。入店条件の使用料、保証金を

下げた時点で喫茶店の再開を遅らせても公に

する手続をとっておけばよかったと思いま

す。 

 そうした中で、考えていた条件も近隣と比

較していきますとまずまずよかったというこ

とで、そうした思いからこうしたことが発生

したところでございますが、やはり私も指示

を出しましたのは、以前いろんなところから

声をかけていただいた皆さん方にはやはり連

絡だけはとって、こういう条件で決定するん

だと、決めるんだということは連絡はしてほ

しいということは言っておりましたんです

が、やはり今後はそうした条件が変わった場

合には、期間とかそういうものを余り考えず

に対応を慎重にやっていきたいと、このよう

に思います。 

 しかし、これ何も端的にそれをやっていっ

たというところではないというふうに思って

おります。たくさんの、たくさんといいます

か、いろいろな方からのお問い合わせ等々に

も対応していき、そして最終的にこういう結

果になったという思いでございます。今後は

十分気をつけてやっていきたいと、このよう

に考えます。 

 それから、最後になりましたんですが、東

芝の矢田部地内、糸井地内等々の土壌汚染対

策でございますが、この対策につきましては

農用地土壌汚染対策法の定める米の基準値に

より実施するものではございません。法的な

拘束力もございません。行政と原因者が協

議、検討をする中で、いつまでも監視を続け

ていくのも抜本的な対策にはならないという

ようなことも原因者のほうから申され、安全

確認のための諸対策等々は以前に終了してお

りますので、この監視している地域も、もう

抜本的に排土客土でもってやろうということ

で今回実施する運びになりました。 

 先ほども申し上げましたように、土壌で含

有、幾ら含まれておるかということは、土壌

では何ぼ以上はだめだというようなことは言

われません。あくまでも食糧、米ですね、そ

れに含まれておればだめだということでござ

いますので、先ほど言われております、住宅

の建っている土地の土壌、そうしたものにつ

きましては農地法ではございません。これは

土壌汚染対策法に定められております、含有

量の基準が150ｐｐｍが適用されるというこ

とでございますので、数量が、基準がどんと

上がってしまうんですね。そうしたところで

ございます。その点ご理解をお願いしたいと

思います。 

 それから、この客土工事、排土客土の関係

でございますが、表土20センチということを

言われておりますが、この土壌汚染は短期間

に発生した汚染でございまして、今までもい

ろいろと土壌の検査等々も実施する中で、

20センチであれば大丈夫だということで、今

時もその表土20センチをめくるという、入れ

かえをするという考えのもとで対策をさせて

いただきます。今までにも土壌汚染法で対策

を講じた地域も現在すべて対策を完了し、現

在も稲作等々もされております。そこではそ

うした、後に引くというようなことはござい

ませんでした。 

 この汚染というのは難しいんですよね。米

の含有量につきましても年々変わる。気象状

況によって変わったり、手を加えられる皆さ

んによってまた変わったり、肥料をたくさん

入れられるといいますか、肥料を吸うところ

は吸うて低い。また、隣でもほったらかしと

いいますか、ちょっと言葉は悪いんですが、

手を加えないところはやっぱり高いと。それ

で、水管理等々も至極やっていらっしゃると

ころは低いというようなことも発生いたしま

した。 

 そうした中での大きな金額投資で抜本的に

解決していただけるということでございます

ので、我々も十分にそうしたところ監視とい

いますか見守りながら、また県のほうとも十

分な調整をしながら取り組みをしていきたい

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 服部議員。 
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○服部千秋議員 まず、１点目のどういうふ

うに反省されたかということについて、私ど

のようにこれお答えになるかなというふうに

思っておったんですが、私なりにかなり誠実

にお答えいただいたと思って、この点は評価

いたしたいと思います。どこを直すべきだと

か、そういうこともやはり本当に考えて、そ

ういうこともはっきり言えるような行政でな

ければいけないと思っております。 

 ただ、私はもうちょっと言ってほしかった

ことは、例えば教育委員会においては、小学

校で事故があったときに教育長にすぐに連絡

を入れるような体制がとれていなかったと、

そういうことを今後きちんとしたいと思うと

か、経済建設で言いますと、太子苑のほうか

ら登記が混乱してる部分を解消してほしいと

いう要望が出てて、当初地籍調査で解決する

と言っておきながら、当初は町も協力すると

おっしゃっておきながら、最後にはその手法

まで別の方法がいいんじゃないかとお答えに

なったりとか、地元の人たちでやるべしと

か、そういうお答えがありました。私は、あ

あいうことは、やはり最後になってああいう

ふうに言われると、私も怒りましたし、地元

の方たちも怒っておられると思います。どこ

までが混乱地域なのかのエリアを確定するこ

とからと言われておきながら、どこまでがそ

うだったかということもまだはっきりおっし

ゃっておりませんし、そういったことについ

ても正直に言っていただいたら私はもっと今

の答弁を評価していたと思います。 

 ３番目の景観行政についてですが、私は今

日のこういう財政状況の中よりももっと前に

太子町は斑鳩寺の周りをもっと景観を整備

し、風情のある町にしておくべきだったと考

えております。しかし、今この時点になって

るわけですけれども、今後、財政のこともあ

るわけですが、私は個人的にはここに１億円

使おうが２億円使おうが、やはりそれぐらい

のものは使って、整備していって、品格のあ

る町に私たちの太子町をしていただきたいと

思っております。 

 それで、このときにやはり、今ご答弁で

は、まちづくり協議会でいろいろご協議を地

元の方にしていただいているのだということ

をおっしゃっていましたけれども、私は町と

してもこれについては旗を振って、まちづく

りについてイニシアチブをとって地元の人た

ちと話し合っていくと、そういう姿勢をとら

れるべきであると私は考えております。もし

そういうことについて旗振りをしてやってい

きたいということをご答弁いただけるようで

あれば、ご答弁をいただければありがたいと

思っております。 

 ５番目の職員のことについてですけれど

も、評価をしていっていると、それからその

仕事の内容も見ていってるというお答えであ

ったんですけれども、もちろんそうされてる

わけですけれども、しかしそうされていなが

らもやはり年度末になって予算がきちっと使

われる方に行っていないというようなことが

あるわけですから、やはりその部署において

上司は部下がやるべき仕事をきちっとこなし

ているか、上司、いろんな仕事、部下の全部

把握するのなかなか大変な面ももちろんあり

ますけれども、しかしそれについては十分把

握をされて、先ほど、定期的に、毎月とかい

ろいろおっしゃっていましたが、そういうこ

とが本当にきちっとなされるように。私は、

これなされていないからこのたびの、私が一

個例を挙げたことが起こったのであると思っ

ております。ですから、課長はちゃんと自分

の部下を見ると。部長は、また次長は課長た

ち、またその下の部下のことについても必要

なことについてはきちっと見ると。それがで

きてるかということは副町長または町長もき

ちっと管理していただかないと、サービスを

受けられる住民の皆様が困られることのない

ようにお願いをしておきたいと思っておりま

す。 

 それから、９番目のあすかホールの喫茶店

の件でございますが、太子町議会としまして

は町に対して申し入れ書をいたしました。こ

れは公平性の点を考えると、今町長は今後気
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をつけるということはおっしゃいました。そ

れはもちろんそのようにしていただきたいと

思いますけれども、太子町議会としては申し

入れ書の中では、公平性を考えると白紙に戻

して、きちっと、不満が出ないように。とい

いますのは、実際に不満の声を聞いたことが

ある議員がおられます。ですから、太子町こ

ういうことやりよんやということを実際言わ

れてるわけですから、これはちょっとまずい

なと。実際もう一回きちっとされても、その

業者が落とされるのか落とされないのか。ほ

かにそういう希望されてるところがもしあれ

ば、これは本当に私たち議会としては、私、

個人、議員、私議員としてもこれは本当に申

しわけないと思うので、この申し入れ書に私

も賛成をしとります。ですから、お答えにく

いことだとは思いますが、もう一回これをや

り直してもらえるかどうかについてもう一回

答えていただきたいと思います。 

 それから、10点目の東芝による土壌の汚染

の件ですけれども、田んぼの上の土をとっ

て、そして新しい土を上にまた持ってくるわ

けですけれども、この持ってくる土も本当に

安全な土なのかということが心配になってお

ります。その約2,100立米ほどの土が助久に

おいて積まれておるわけですけれども、これ

を田んぼの上の土のけたところへ持っていく

という計画を町はどうも、町というか、され

るところと、業者と考えられて進めておられ

たようでありますが、この助久にある約

2,100立米の土ですが、これが安全なのかと

いうことについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 それから、景観行政の中で、私がお尋ねし

た中で、まちづくり協議会以外の予算はない

のでしょうかとお尋ねしておるのですが、こ

の件について、それ以外があるないというこ

とについてきちっとした答弁がございません

でしたので、それについてお答えをいただき

たいと思います。 

 以上よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 景観形成の件でござい

ますが、行政がこれ主体でやっていきます

と、逆に以前も、先ほど答弁の中にも触れさ

せていただきましたが、行政主導でやります

と、どうしても途中頓挫してしまう傾向が強

うございます。と申しますのは、やはりご無

理をお願いしたりするのは、その近隣のお住

まいになられている皆さん方でございます

し、またもとどおりに古い町並みに戻すとい

たしましても、するにしても、もう既に張り

ついた建屋等々もございます。そうしたこと

を思いますと、やはりそこで生活を営まれて

いらっしゃる地域の皆さん方で、こういうふ

うにやっていこうじゃないか、そこへ行政も

知恵を運んでくれということで、タイアップ

しながら私はやるのがいいと。補助、今１億

円でも何ぼでもほうり込めということをおっ

しゃってますが、やはりそうした土壌が育成

されていかなければ、初めからそういうとこ

ろに取り組みますと前の二の舞も踏もうと思

いますんで、私は地域の皆さん方のそうした

協議会と連携しながら進めていきたいなと、

このように思っております。 

 それからもう一点、土壌汚染の客土の件で

ご質問ちょうだいいたしておりますが、この

客土につきましても検査はちゃんといたしま

して、そして安全であるという、安全な土壌

であるということを確認し、それでそれを利

用するということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 予算について

説明いたします。 

 まちづくり協議会の件でございますけど

も、これにつきましては斑鳩寺周辺とＪＲ西

南地区のまちづくり協議会、今ちょっと違う

名称で、準備会ですか、準備会という格好で

やっとります。それと、特定区域をしました

阿曽、下阿曽、松尾、それと今回市街化編入

を予定しております竹広南。総額140万円の

まちづくり活動助成金という形で予算化をさ

せていただいております。 
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 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） あすかホール、喫

茶店のことでございます。議会からの申し入

れをどうするかということでございますけど

も、私どもは文化会館の利用者の要望等も強

くあって、一日でも早く喫茶店を再開したい

という思いで決定したわけでございますの

で、申し入れがございますけども、今決定し

とりますので白紙撤回ということは考えてお

りません。今後につきましては、業者の選定

には慎重にしていきたいというふうに考える

ところでございます。 

○議長（北川嘉明） 服部議員。 

○服部千秋議員 あすかホールの喫茶室の件

は、不公平ですよということを議会としては

申し入れておりますので、そのことは申し上

げておきます。 

 それから、斑鳩のまちづくり協議会で、こ

の斑鳩地区で幾らかということを聞いとりま

す。たしかこの斑鳩のまちづくり協議会は

50万円ぐらいだと思うんですけども、これ以

外にはこの地域のことについてはないでしょ

うかということをお聞きしておりますので、

ほかにないのであればないとお答えいただき

たいと思います。 

 それから、土の件ですけれども、この助久

に置いてある土ですね。この検査ですが、今

検査して安全であるということであったと、

こうおっしゃってるわけですが、私が得てお

りますある情報では、ですからこれが間違っ

てるとおっしゃるのであれば間違っていると

おっしゃっていただきたいわけですが、太子

町も検査したと、それから県、これが県なの

か、現在この契約の相手先なのか、ちょっと

そこまではっきり分からないのですが、県ま

たはこの契約先も検査されて、カドミ以外の

劇薬がそこの助久に置いてるところの一つの

山、昨日も現場に行ってみましたが、そこの

土については草がほとんど生えておりませ

ん。隣の山に積んであるのは生えてるんです

が。土の色もちょっと若干どうなのかなと素

人目には見える土の色でございましたが、こ

の土を検査されたのか。その結果について、

太子町及びそれ以外のところもされているの

であれば、その結果をご報告お願いしたいと

思います。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 景観行政での予算の中に見られるかという

ことでございますけども、今回21年度予算で

も斑鳩地区につきましてはまちづくり協議会

の助成を考えております。 

 それともう一点、東芝のいわゆる客土する

土のカドミの検査でございますけども、これ

につきましては当然、以前あった分につきま

してはその山で調査しております。また、も

ともと農地、田んぼとしてあるところの分に

つきましては現地でもってカドミの調査をい

たしております。それでもって安全であると

いうことの中から積んで、いわゆる客土とし

ての土の確保に努めたということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 平方に積んどうやつあ

れでえん。 

 助久かどっかに積んでいるのはそれでいい

ということ。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ああ、済んま

せん。平方やなしに助久に積んである土につ

きましては、カドミについては安全だという

ことは聞いとります。しかしながら、これは

はっきり数値的には聞いてないんですけど

も、ほかの金属についてもやはり調べる必要

があるんではないかという話は聞いておりま

す。ですから、各いわゆる客土として搬入す

る予定の土については、当初はカドミだけで

したんですけども、ほかの金属についても一

応調べて、その結果の話はちょっと現在私に

はまだ聞いておりません。 

 以上でございます。 

 それと、まちづくり協議会、斑鳩のお寺の

関係のまちづくり協議会には一応限度額50万
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円ということで助成金を予定しております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 服部議員。 

○服部千秋議員 ですから、部長には、その

50万円よりほかにあるんですかって、私それ

以外にあるんですかって聞いてるんで、ない

んでしたらないということをお答えいただき

たかったんです。 

 それで、土の件ですが、それではちょっと

再度きちっと確認したいんですが、助久のと

ころに積んであるあの土、色もちょっと変わ

っておる部分もありますけれども、あれをは

ぎ取ったところの田んぼへあの土を持ってい

かれるということに間違いございませんか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 私が聞いてお

りますのは、あのいわゆる確保した表土でも

って今後順次排土客土のとこに持っていくと

いうふうには聞いております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 服部議員。 

○服部千秋議員 済いません。ちょっと何回

もなって申しわけありませんけども。 

 ということは、部長としてはあれを持って

いくということですね。私が、ですからこれ

本当に確認をしたかったんですが、あそこの

土が町以外も検査をされたところカドミ以外

のものが出たと、出たのでこれは田んぼの上

に持っていってもいけないし、またこれを処

分するにしても管理して扱うようにその土し

なきゃいけないけれども、あの土もほかのと

ころへ使うようにどうもなってるらしいとい

うことを聞いたもので、これが本当であるの

かどうなのかを確かめたくて聞いたわけで

す。このように聞いておりますのは、本当に

この上に持っていっていただく土についても

きちっと検査をして安全なものを持っていっ

ていただかないと大変なことになりますの

で、その点についてはくれぐれもよろしくお

願いをしておきます。 

 では、以上で終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（北川嘉明） 以上で服部千秋議員の

総括質疑は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時47分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 総括質疑を続けます。 

 次に、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に総括質疑を行い

ます。 

 最初に、施政方針の基調等につきましてで

ありますが、方針等におきましては、太子町

に生まれ、育ち、住んでいることをだれもが

誇れる、元気で魅力的なまちづくりを町民の

皆様と協働して着実に取り組んでいかなけれ

ばなりませんとあります。私は、この方針に

は同感でありますが、具体的な取り組みにつ

いて説明を求めます。 

 また、歳入の的確な確保に努めるとともに

将来の財政負担、投資的効果等を十分見きわ

め、持続可能な健全財政の構築に向けて、昨

年度にも増して効果性、緊急性の観点から厳

しい事務事業選択に取り組み、歳出の抑制と

効率化に努め云々のくだりにつきましては、

昨年度と全く同じであります。行政執行を経

て取り組んできたことと今後の取り組みにつ

いて説明を求めます。 

 それから、私は12月議会の一般質問で、住

民の暮らしは就職難と収入減等々で一層苦し

くなりまして、格差は一層拡大していると。

次年度予算編成においては、行政経費の節減

と無駄を省いて、公共料金の引き下げ、減

免、融資の拡充等、暮らし支援の拡充に軸足

を置くべきだと主張してまいりましたが、こ

の点どうかについても説明を求めます。 

 それから、方針では住民生活の厳しさには

触れておりません。相次ぐ制度改悪や増税、

あるいは使用料等の負担増で、住民の暮らし

の実態をどう見ているのか、説明を求めたい

と思います。 
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 中でも、今年度においては下水道料金並び

に国民健康保険税の引き上げが予定されてい

るわけでありますが、苦しい住民生活に拍車

をかけることになります。私は見合わせるべ

きだと思いますが、いかがか。 

 それから次に、２の質問では各施策の内容

等について伺いたいと思います。 

 格差の拡大については、福祉、介護、医

療、教育等の暮らしと人権、人間としての尊

厳にかかわることであります。これらを支援

することこそが地方自治の本旨でありまし

て、緊急の課題であると思います。この立場

から施政方針、各施策の内容等について説明

を求めたいと思います。 

 そして、方針でうたっているのは、すべて

の住民が住みなれた地域の中で尊重され、毎

日を健康で生きがいを持って暮らしていける

よう、保健・福祉・医療の連携を図り、人に

優しいまちづくりを進めてまいりますについ

て伺います。この方針についても同感であり

ますが、具体的な施策が見当たりません。説

明を求めます。 

 特に保健・福祉・医療については、低所得

者に配慮した取り組みが一番大切であると考

えます。これに支援する必要があると思いま

すが、いかがか。 

 お金を心配して医療が受けられないような

人をつくらない。あるいは、必要な介護が受

けられない人をつくらない。そういうために

減免、助成制度の確立が必要かと思います

が、対応についてあわせて説明を求めます。 

 健康を維持し、安心して暮らし、老いられ

るようにする行政にすることが地方自治の本

旨であります。行政に携わる者の私は最低限

の務めではないかと思います。そうではない

ですかね。そして、何よりもまた早期に病気

を発見し早期に治療することで、健康を維持

するためにもドック等にさらなる助成をする

こと、特定健診の内容を充実させることが肝

要かと思いますが、これらの取り組みについ

て説明を求めます。 

 また、町民健診、今年度予算においても一

定の形では上げられておりますけれども、町

民健診や特定健診を受けやすくすると、こう

いうことが大切であります。あわせて、それ

ぞれ身近なかかりつけ医等の医療機関で健診

を受けることにも道を開くということが肝要

かと思いますが、取り組みについて説明を求

めます。 

 それから、児童福祉の充実について、少子

化、子育て支援等におきましては、安心して

子育てができるように環境条件を整えること

であると思います。子供の医療費無料化の対

象年齢を引き上げる、これは各地で行ってい

ることでありますし、これまでにも先例を紹

介したところであります。これらに学んだ取

り組みが必要だと思いますが、いかがか。 

 それから、教育施設等の整備についてであ

りますが、学校規模と教育の機会均等等に配

した取り組みが必要だと思いますが、この点

についての取り組みの説明を求めます。 

 方針では、太田小学校につきましては、今

後さらに児童の増加が見込まれ、平成22年度

には３教室が不足すると、こういうことで校

舎の増築を行い、良好な教育環境の整備に努

めてまいりますとありますが、果たしてこれ

が良好な教育環境の整備につながるのかどう

か。機会均等の面からいえば、龍田小学校と

の対比でも対応が必要かと思いますが、いか

がか。 

 それから、学校給食のあり方についてであ

りますが、この点については、方針では学校

給食共同調理センターについては現状の財政

事情を踏まえて事業計画の見直しを行い、現

状施設の修繕など事業手法について検討の

上、安心・安全な給食提供に努めてまいりま

すとあります。こういう中で、私は一つの提

言として検討すべきだと思いますのが、セン

ターでは副食をつくって、各学校等には炊飯

器を配置する。そして、地産の米による米飯

給食を全面的に実施すると。こういうふうな

給食体制が必要かと思います。そして、安

全・安心の給食を供給することが必要かと思

いますが、この取り組みについて説明を求め
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ます。 

 それから、安定した生活水の供給について

であります。水道事業の本旨は、安全・安

心、安定、安価ということであります。これ

への取り組みについて説明を求めたいと思い

ますが、本町の上水道事業というのは、県水

の受水とクリプト対策などの浄化施設を建設

したために、これらが事業経営を圧迫をして

いるわけであります。これを解消するために

は、本町の投資を抑制をして経費を節減する

ことが肝要でありますが、これへの取り組み

と、一方で県水の余った水の押しつけをやめ

させることが必要かと思いますが、それとあ

わせて、すべてを県水に切りかえるというこ

とで単価がどうなるか。使ってないところに

ペナルティーを科すような状況でありますか

ら、全面的に県水を使った場合、人件費等が

ほとんど必要なくなると考えますし、それら

の試算を通じて整理をする必要があるのでは

ないかと、このように思いますが、いかが

か。 

 それから次に、局所的な集中豪雨に対しま

して安全で安心な町民生活を確保とありま

す。浸水に強い、安心して住めるまちづくり

について方針で説明しているわけであります

が、本町の位置はご案内のとおり内陸部にあ

りまして、下は姫路市であります。浸水に強

い町は、姫路市の受け皿整備がなければ難し

い。こういうことの中での取り組みについて

説明を求めます。 

 それから次に、食の安心・安全が大変厳し

く問われている中で、地産地消の取り組み

や、生産者と消費者の距離を近づけ、両者の

顔が見える関係をつくると説明をしておりま

すが、これをどう具体化させるかが問題であ

ります。この点についての方針を説明願いた

い。 

 次に、情報提供と説明責任を十分に果たし

ながら、相互理解とパートナーシップを深

め、協働のまちづくりを進めると、こういう

ふうに説明をしておりますが、これまでの質

疑でも情報の提供をいろいろ言ってるけれど

も、熟成段階、最初から政策形成に至るま

で、そして決定するまでの過程のもの、そし

て必要な情報はすべて、個人情報にかかわる

もの以外は公表して、本当の意味で知恵と力

を結集すると。先ほどの質疑でも知恵と力と

いうことをおっしゃっておりましたが、そう

いう点の取り組みが本当に必要だと思います

けど、いかがか。 

 それから、３点目の今後の財政についてで

ありますが、経済状況というのは疲弊し、さ

らに疲弊を増しているというような状況だと

思いますが、こういう経済環境下にありまし

ての今後の財政見通しについて説明を求めま

す。主な歳入について今後どういうふうに見

ておるのか、説明を求めます。 

 ４番目の昨年度の決算審査意見についてで

ありますが、審査意見をどう受けとめ、検討

して本予算に反映をしてきたのか、その説明

を求めたいと思います。 

 この点につきましては、これまでの事務事

業の執行経過を踏まえた反省と今後の取り組

み等が必要でありますので、このことについ

ても説明を求めます。 

 それから、５点目の経費節減についてであ

りますが、特別職等の対応がまず求められる

と思うんであります。厳しい財政事情下にあ

りまして、特別職が率先して給与等の削減、

あるいは管理職手当の見直し等が私は必要で

はないかと、このように考えますが、この説

明を求めます。 

 それで、管理職手当等のことでは全体の会

計にかかわることでありますので、私は住民

に負担を押しつける前に特別職はみずからが

姿勢を示すことが大切ではないかと思いま

す。それと同時に、管理職手当についても、

最近の傾向として姫路市も高砂市も廃止また

はカットすると、こういうような方向が出て

いるわけでありますが、これらの取り組みを

学ぶということも大切だと思います。 

 その点についてと、それから管理職手当に

ついてはなぜこうなるのかちょっとよくわか

りませんが、一般会計で2,271万6,000円、国
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保に管理職手当があったものがなくなってお

る。それから、介護では去年と同額の39万

6,000円、それから下水ではありません。そ

れから、前処理で39万6,000円で、去年と同

じ。水道で106万8,000円。こういうふうな形

でありますが、それぞれ管理にかかわるもの

がどういうふうに整理をしとるのか、ちょっ

と理解しにくいところがありますので、具体

に説明を求めます。 

 それから６番目に、住民参加の条件の整

備、確立についてでありますが、施政方針で

は、迅速かつ的確に対応しながら課題を共有

し政策形成に生かしていきたいとあります。

住民参加のための基本条例、これは再々聞く

わけでありますが、やはり基本条例を制定す

ることが肝要であると思いますが、取り組

み、経過等について説明を求めます。 

 この点につきましては、政策の決定までの

すべての過程で住民参加が必要であります。

この点についての見解なり所見なりの説明を

あわせて求めます。 

 次に、行政評価制度についてであります

が、各種の事業や事務の計画を含む主な事務

事業等についての評価と再評価、これはいつ

も繰り返されなければならないと思います。

そういう点からと、あわせて住民参加できめ

細かく評価することが必要ではないかと、こ

のように思います。そういう点から対応を説

明願いたいと思います。 

 次に、歳入についてでありますが、20年度

末を間もなく迎えるわけでありますが、その

滞納額あるいは収入未済額の見込みについて

説明を求めます。同時に、滞納、収入未済に

対する取り組みの具体的なものについても説

明を求めます。 

 次に、留保財源、今日の時点での留保財源

の有無とその額について説明を求めます。 

 ９番目に、繰出金について伺います。一般

会計からの繰出金、各会計で言えば繰入金と

いうことになりますが、この実態とあり方に

ついて伺いたいと思います。 

 繰出金につきましては、いつも指摘してお

りますが、特別会計の運営を支援することで

あります。また、会計の対象となる、住民及

び世帯を支援し、福祉の向上という地方自治

の本旨に合致することであると思います。そ

の点から、介護保険、老人保健、後期高齢者

が制度的なものであります。国保は住民の３

分の１が加入をし、下水道はほぼ全世帯と住

民であるのに比べまして、皮革汚水、前処理

場についてはわずかな数社であり、しかも排

水を出す企業が責任を持つべき処理費に住民

の血税をつぎ込むようなことをやめるべきだ

と思います。住民の負担を軽減するためには

国保や下水道への繰り入れをしたからといっ

てだれも怒る者はいないと、このように考え

ますが、対応について説明を求めます。 

 それから10番目に、負担金等についてであ

りますが、各種の負担金等の検証経過と対応

等について説明を求めます。 

 負担金で大きいのは揖龍保健衛生施設事務

組合の負担金であり、これは５億9,600万円

余りとなるわけであります。予算書にもあり

ますように、ごみ関係で１億1,800万円、収

集運搬で１億5,800万円、施設整備で２億

3,600万円、運営で5,300万円余りと、こうい

うふうになっておりますが、せんだっての揖

龍における事件、これにまつわることが運営

管理等について、本町の負担にかかわること

であります。また、資源ごみの販売を含め

て、一般競争入札で業者を決める、こういう

ことが肝要かと思いますが、対応について説

明を求めます。 

 あわせて、以前から収集についても今言い

ましたように１億5,800万円の経費がかかる

わけでありますから、これらについても一般

競争入札を施行することによって経費全体が

節減できるということになりますので、負担

金の軽減にもつながるわけであります。この

ことについて説明を求めます。 

 最後に、入札契約のあり方についてであり

ますが、委託料、工事請負費等ですが、入札

契約のあり方を改善しなければいけない。こ

れは常時その立場で改善をしなければならな
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いと思いますので、再度伺いたいと思いま

す。 

 まず、委託料について、どのように考えて

いるか。これは再々言っておりますが、内部

対応が可能なものについてはどうするかとい

うことが必要かと思いますが、それへの取り

組みも含めて説明を求めたいのと、今時予算

で委託料は一般会計において15億3,117万

6,000円、特別会計において１億4,065万

5,000円、合わせて16億7,183万1,000円と、

こうなります。工事請負費は以前と比べて減

ってはおりますが、一般会計で５億1,170万

7,000円、特別会計で9,400万円、合わせて６

億570万7,000円と、こういうふうになってる

と思います。委託料、工事請負費につきまし

ては、特に予算額が明示されていないところ

が多岐にわたります。これをただしますと、

業者等が類推するからということを今時議会

でも答弁をしておりますが、このことを言い

続けてきております。私は、予算は大事なも

のでありますので、個々の委託料、あるいは

工事請負費の数字について、予算額につい

て、きちっと説明を求めます。 

 また、一般競争入札が本旨であるにもかか

わらず指名競争入札あるいは随意契約を併用

して執行を繰り返してきておりますが、やは

り一般競争入札を徹底すべきだと、このよう

に思います。その点いかがか。 

 そして、制限つき一般競争入札は、これも

何回も指摘しておりますけれども、指名競争

入札と同じであります。制限を付さない一般

競争入札に切りかえるべきだと、このように

考えますが、対応について説明を求めます。 

 あわせて、この競争入札において、最低制

限価格を公表したことによって、最初は勝手

が分からないために参加者が最低で応札を

し、くじを引いて業者を決めて一定の効果を

上げたと、このように考えます。しかし、そ

の後は公表されております最低制限価格をも

とに類推を助けておると、このように思いま

す。これを撤廃し、公正な競争に付すべきで

あると思います。この点いかがか。特に随意

契約については財務規則に言うもの以外はや

めるべきだと、このように考えますが、いか

がか。 

 委託については、当局はどういう認識をし

とるかということで、先にも伺いましたよう

なことを説明を求めますので、その点はきち

っと、認識が違とったらおかしなりますの

で、説明を求めたいと思います。 

 それから、今回の随意契約で巨額なのは債

務負担行為にかかわる排土客土の工事の委託

料です。これが当初から今時の予算では倍に

なるというようなことになっているわけです

が、この質疑で、土地改良から地域の業者が

請け負っておると、こういうことであります

が、１次と２次があると聞いております。そ

ういう点から、１次に請け負った者はどこ

で、どの程度で請け負ったのかというのはは

っきりさせておかないと疑問が起こると思い

ます。指名したのは６社とも７社とも言うて

おりますけれども、そういう内容についてこ

の際説明を求めますのと、それから土です

ね。先ほどの服部議員の質疑もありました

が、先に伺ったときにもその説明はなかった

んですね。私が契約の関係とか補正予算で伺

ったときに、どこの土を、いわゆる排土した

ものは仮置きをして、そして搬出をすると。

今度、客土の土は、どこの土をどのように持

ち込むのか。それもはっきりさせていないと

安心できないという住民もあるわけですね。

当たり前のことだと思います。そのトータル

量と、客土の土がどっからどう持ち込まれる

かは少なくとも説明を求めたいと思います。

それは当初の倍になってるわけですからね、

この契約変更が。その点、説明を求めたいと

思います。太子町から離れているために住民

の監視が必要であります。そういう点から説

明を求めます。 

 それから、嘱託業務、これ委託ですけど、

これも金額は一定額あるんですが、せんだっ

て加古川市内の自治会で自治会長に公開を求

めたりすることが求められて新聞ざたになり

ました。当然だと思います。本町も当然だと
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思いますが、そういう点で説明を求めます

が、きちっとした契約がなければならない

し、また自治会長が嘱託員になる場合は当然

自治会に収入されておると。これがないとい

うことで加古川でも問題になってるわけです

ね。本町の場合は、どういう契約に基づいて

本予算を計上し執行するか。その点の説明も

あわせて求めます。 

 以上。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 答弁申し上げます。 

 まず第１点、１番ですが、太子町に生ま

れ、また育ち、住んでいることが、だれもが

誇れる、元気で魅力的なという点でございま

すが、やはり私ども参画と協働という取り組

みでございまして、先の議員さんにも申し上

げましたが、まちづくりの集いの実施、また

公募による各種審議会の委員としての参加機

会、そうしたものの創設、パブリックコメン

ト制度による社会の意見聴取の、住民の意見

聴取の手法の導入、協働するためには不可欠

な情報公開制度の導入による住民の情報の共

有化のための制度の制定、指定管理者制度の

導入、そうしたものにより民間やＮＰＯ法人

にも管理運営を可能とするなど、基盤となる

制度は整っていると、このように考えるとこ

ろでございます。 

 例を申し上げますと、子育て学習センター

「のびすく」、その開設以来、施設の美化や

子供たちの見守り等で子育てサポーターとし

てご支援をいただいている地域の老人会の皆

さんのように、ボランティア団体やＮＰＯな

どの住民が行政と積極的に協働をいただきな

がら元気な太子づくりを進めているところで

ございまして、今後もそうした方々のご支援

をちょうだいしながらともに歩んでいきたい

と、このように考えるところでございます。 

 ２点目の歳入の的確な確保という点でござ

いますが、このことはもう行政執行におきま

しては、いつどういう時代におきましても変

わらないという姿勢で臨んでいきたいと。そ

うしたことは常に念頭に置いておる所存でご

ざいます。今後もそうした点、十分に今まで

と同様に努めていきたいと、このように考え

ております。 

 それから、次年度予算編成についてでござ

いますが、格差等々もおっしゃっております

が、我々行政経費の削減につきましては、や

はり第４次の太子町行政改革大綱に基づきま

して鋭意努力を重ねているところでございま

すが、新年度の予算編成に当たっても、こう

した厳しい財政状況の中で選択と集中による

施策事業の重点化に取り組み、事業の優先度

や投入できる財源等を見きわめながら編成し

たところでございます。 

 公共料金の引き下げ、減免、融資の拡充

等、暮らし支援の拡充をとのご意見でござい

ますが、やはり適正な料金の負担をお願いし

ているところでございまして、公共料金の引

き下げ等につきましては現在のところは予定

いたしておりません。 

 福祉分野では、安心見守りコール事業、高

齢者肺炎予防事業、障害者相談支援事業、そ

して妊婦健康診査費の助成回数を14回に拡充

するなど、妊婦や高齢者の健康面に配慮した

新規事業を実施してまいりたいと、このよう

に考えております。 

 次に、予算の編成の基本的な考え方、住民

生活の厳しさに触れてないというご指摘でご

ざいますが、住民生活の実態につきましては

各世帯対応でございますが、100年に一度と

言われる世界的な経済不況の中、生活に不安

を抱いていられる方も少なくないと、このよ

うに思います。 

 経済対策、生活支援対策として実施する定

額給付金事業につきましても、年度内給付に

向け事務を進めておるところでございまし

て、新年度においても引き続き事業を行うこ

とになりますが、少しでも生活の支援となる

こと、また経済の活性化につながることを期

待いたしておるところでございます。 

 また、行政は住民の快適な生活につながる

ような社会基盤整備や、住民の方が安心して

暮らしていただけるような施策を限られた財
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源の中で取り組んでいきたいと、このように

思っております。 

 次に、下水道の引き上げの見合わせ等につ

いてご質問をちょうだいいたしております

が、もうご承知のとおり、これは予算等々の

中でもいつも申し上げております。この使用

料は上水道と同様に日常生活に不可欠なサー

ビスを提供する地方公共料金でありまして、

下水道事業に着手したならば、生活環境の改

善のために一日でも早く、また一円でも安

く、一人でも多くの方に早期に下水道を使っ

ていただく必要がございます。そうしたこと

から大幅な下水道料金の値上げを抑制してき

たところでございますが、平成18年３月、最

後の地区の下水道の面整備が完了してほぼ３

年が経過しようとしております。今回、下水

道事業を支えていただく住民の方々のご理解

をいただき、料金改定をお願いするものでご

ざいます。 

 もう経済建設部長のほうからもいつも申し

上げておりますが、平成19年度に地方公共団

体の財政の健全化に関する法律、これが成立

いたしました。国が承認する基準に沿った健

全化計画を策定すれば、現在７％前後の高利

率で借りております起債を２％前後の低率で

の借りかえが認められるようになったところ

でございまして、地方の行財政改革の手助け

をするために平成19年度から３年間で５兆円

に上る補償金免除の繰上償還が実施されるこ

とになっております。 

 この制度を受けて、下水道事業会計が一般

会計から多額の繰入金を受けている他の市町

同様、太子町も下水道事業の健全化計画を

19年９月に国に提出し、12月に８億2,000万

円の繰上償還の承認を得たところでございま

す。その健全化計画は平成20年６月に太子町

のホームページで公表しておりますが、その

計画書の中で、下水道事業の財政状況の改善

を図るために、多くの市町と同様に、やむを

得ず平成21年度で、国が指導する１立米当た

り使用単価150円となる料金改定を設定して

いる経緯もございますので、その点につきま

してもご理解をお願いいたしたいと思いま

す。 

 国民健康保険税の引き上げについてでござ

いますが、この保険事業、構造的な課題を多

く抱え、また現行制度のもとでの事業運営は

厳しい状況が続くものと考えております。 

 健康保険は、保険税収入、国庫支出金、県

支出金を主な財源としまして、その事業に要

する費用の一部を被保険者に一定程度の保険

税の負担を求めておるところでございまし

て、20年度の医療費は前年同期に比べ増加し

ており、その要因の一つが受診率の増加でご

ざいます。 

 国から示されました係数をもとに21年度の

国保会計の予算を積算した結果、多額の歳入

不足が見込まれ、町の財政が一段と厳しさを

増す中で不足額全額を一般会計から繰り入れ

で賄うことは困難でありまして、被保険者の

皆様に不足額の一部を保険税率の改正でお願

いしております。 

 保険者には将来にわたり安定的に持続可能

な事業運営が求められ、その責務を負ってお

るところでございまして、給付と負担のあり

方を念頭に置き、低所得者層に配慮した税率

改正に心がけ、地域住民の健康保持増進を図

り、生活の安定に努めていきたいと、このよ

うに考えておるところでございます。 

 次に、福祉、介護、医療、教育等の支援が

重要と、施策についての内容を問うというお

問いでございますが、今日の厳しい社会情勢

下、町民の皆様に安心してお暮らしいただく

ためには、福祉、保健、教育分野での一層の

充実が必要であると、このように考えており

ます。町としては、総合計画及び実施計画に

基づきまして事業を推進しておりますが、

21年度予算におきましては、町民の皆さんに

安心・安全をお届けするとの観点のもと、事

業を新たに始めることといたしました。 

 施政方針と重複いたしますが、幾つか申し

上げますと、福祉分野では安心見守りコール

事業といたしまして、見守りが必要な高齢者

の方と電話回線を通じて24時間つながること
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で安心をお届けし、また肺炎によりお亡くな

りになるお年寄りが多いことをかんがみまし

て、予防接種法にいう定期予防接種ではござ

いませんが、本町では高齢者の方の肺炎予防

に対して支援することといたしました。 

 また、妊産婦の方に安心して出産していた

だけるように健診費の助成回数を拡充いたし

たところでございます。 

 教育分野では、龍田小学校の耐震補強、ま

た太田小学校の増築工事等を行い、安全・安

心で、ゆとりのある教育環境を構築していき

たいと。 

 冒頭にも申し上げましたが、景気低迷のあ

おりを受けまして町民の皆様の暮らしも厳し

いものがあろうかと思いますが、我々といた

しましても町民の皆様に安心してお暮らしい

ただくよう諸施策を展開してまいりたいと、

このように思っております。そうした施策の

中で、やはり町民の皆様のご理解も得なけれ

ばいけないと、このように思っております。

また、懇談会等々にも積極的に出ていき、情

報を開示していきたいと、このように考えて

おります。 

 次に、保健、福祉等との連携でございます

が、やはり人に優しいまちづくりに努めるこ

とについてでございます。先ほどいろいろと

特定健診、また具体的な取り組み、住民健診

等々とのこともおっしゃっております。 

 私どもは、そうした中で障害福祉サービス

利用者の負担上限につきましては、生活、格

差等の問題を解消すべく緊急的措置といたし

まして、平成19年４月には４分の１程度ま

で、また20年７月からはさらに８分の１程度

まで負担軽減を行ったところでございます。 

 地域生活支援事業におきましては、サービ

スの質が低下しないよう近隣の市町と調整を

行うとともに、障害福祉サービスと一体とな

った統合負担上限月額を設定いたしまして負

担軽減を図っておるところでございます。 

 21年度では、こうした軽減策とともに、自

立支援協議会の機能の充実強化を図るため、

従来から実施の相談支援や、個別ケース検討

会議で寄せられた蓄積データを活用して相談

支援事業に力を注いでいく予算編成といたし

ております。 

 太子町の総合健診の集団健診を初めレディ

ース検診、また受診機会を拡充するため、太

子町総合健診の個別健診を姫路市医師会、た

つの市・揖保郡医師会に委託し実施いたして

おります。健診後、結果相談会を開催し、生

活習慣改善につながるよう個別相談を実施し

ております。 

 また、健康増進プログラムを活用いたしま

してウオーキング教室を実施、また継続を支

援するため、太子いきいきウオークとしてウ

オーキングの歩数登録事業を実施しまして、

個人の健康づくりを支援いたしておるところ

でございます。 

 子供医療の無料化の対象年齢引き上げ等に

ついてでございますが、県下の各市町の多く

は乳幼児等の医療費助成を県の制度内容より

充実させ、単独事業を実施しているところが

見られます。 

 県の行財政構造改革により福祉医療制度の

見直しが行われ、３月定例会に太子町福祉医

療費助成条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを提案させていただいております。本

条例は県の要綱に準拠して改正しており、乳

幼児等の町単独事業として、小学３年生まで

に係る入院療養の無料化を21年度から実施い

たします。 

 町の財政を考えてみますと入院外を含めた

無料化はなかなか難しく、施策は継続性が重

要でございますので、財政に見合った入院の

無料化を実施し、子育ての支援の一助となれ

ばというふうに考えております。 

 教育施設の整備についてでございますが、

いつも申し上げておりますが、学校施設等は

児童・生徒が過ごす場として、また災害時に

は地域住民の避難場所となることから、太子

町の総合計画の実施計画並びに財政状況をに

らみながら整備促進に努め、耐震化の取り組

み、老朽化校舎の改修を図り、安全・安心で

快適な学校づくりを推進してまいりたいと、
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このように思います。 

 先ほども太田小学校と龍田小学校の対比と

いうようなこともおっしゃいました。しかし

ながら、先の一般質問で議員さんからのご質

問でもお答えいたしておりますように、太田

小学校は大規模化が進んでおりますが、いつ

まで続くかといいますと、今少子・高齢化も

進んでおる中での対応でございます。分割等

はなかなか難しいものがあろうと。また、反

面、龍田小学校では少数児童、１学年１学級

というような組織になっております。それが

平たく、押しなべてというようなことができ

るんであればいいんですが、そういう面は慎

重に対応し、またできる限り、こうした今現

状の問題を解決しながら、こういう手法でも

って取り組みをしていきたいと、このように

思います。 

 次に、学校給食のあり方でございますが、

もういつも、先の議員さんにもご答弁申し上

げましたように、昭和48年からのセンター方

式を採用してやっております。今後も現在の

方式を継続していきたいと考えております。 

 議員さんのほうからは、地産の米による米

炊飯と副食を一体化して調理を行い、より効

率的、経済的な運営を行い、安全な学校給食

の提供をしていきたいと、このように考えて

おりますが、副食のみを提供して、米飯はそ

れぞれの学校でということも申し上げられて

おりますが、やはりこの米飯のみをそれぞれ

の学校でという取り組みをしようといたしま

しても、いろいろな対策も講じていかなけれ

ば、一概に簡単に炊飯をするということだけ

では取り組めないと、このように考えますの

で、私どもは今行っておりますセンター方式

を継続してやっていきたいと、このように考

えておるところでございます。 

 次に、安定した生活水の供給等でございま

すが、やはり私どもは安定した水を、生活水

を供給することが最大の使命と考えておると

ころでございまして、本町の町民の皆さんに

安心して利用していただけるように、原水及

び浄水については水源ごとに水道法に基づい

た検査を定期的に行っており、すべて水質基

準を満たしております。 

 また、浄水場の施設につきましては、閉庁

日また夜間の運転業務、安全管理業務を委託

しておりまして、現在吉福、老原と２カ所の

浄水場が稼働いたしておりますが、老原の膜

処理施設につきましては完全無人化になって

おり、安全管理を外部委託しております。吉

福の浄水池の浄水槽につきましても、安全性

を強化し、上部構築物を構築したところでご

ざいます。また、安定的な水の供給を継続し

ていくために、今般老朽化した設備の更新を

随時行っていく考えでございまして、北配水

池の施設更新を行う予定でございます。 

 そうした中で県水との、すべて県水にして

しまえばというようなこともおっしゃってお

りますが、なかなかこれは難しい問題でござ

います。やはり私どもはこの３カ所の地下水

源を有効に活用し、その中で不足した上水の

供給を県水でやっていきたいと。しかしなが

ら、いつもそうした点で高価な水を買ってと

いうこともいかがなものかという考えのも

と、新年度では県水と西播磨企業団との水の

調整、供給水の調整を考えまして、少しでも

安価に購入できるような取り組みをさせてい

ただきたいというところで協議をしたところ

でございます。 

 次に、集中豪雨の件についてでございます

が、やはり昔から日本の下水道は、まちづく

りとともに主に雨水の排除を目的とした下水

道整備が全国各地で行われてまいりました

が、明治時代に入り近代的下水道が登場し、

昭和時代でようやく汚水の排除が本格化した

経緯がございます。 

 太子町では昭和50年代に雨水整備を重点に

実施し、平成に入り便所の水洗化による生活

環境の改善を最優先といたしまして汚水の面

整備に全力投球を行い、結果として雨水整備

を抑制する形になっておりましたが、平成

17年度で面整備を終え、18年度でそのすべて

の舗装復旧が完了いたしましたので、19年度

から自然の降雨災害から町民生活を守るため
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に、地域に降った雨水を速やかに排除すべ

く、また浸水被害が現実に発生している場所

等を特定いたしまして、特に実効性を高めた

レベルの雨水基本計画の策定に着手したとこ

ろでございまして、新年度では雨水事業の国

庫補助対象となる費用対効果分析を行うため

の事業再評価や雨水の都市計画決定変更等を

予定し、今後の雨水事業の実施に向け準備を

行っているところでございまして、そうした

ところはやはり隣の下流であります姫路市さ

んとも十分協議を重ねる部分も出てこようと

思いますので、しっかりした調整をしていき

たいと、このように思います。 

 次に、食の安全・安心ということで、地産

地消の取り組み等々のお問いでございます

が、本町では地元で生産されました農産物を

見詰め直し、生産者、消費者が連携を深め、

地元での流通を促進することで、新鮮で安

全・安心な農作物の生産と消費の拡大を図

り、地域内自給を高めるとともに地域の活性

化を目指しております。そのためには、学校

給食や直売所においてもそうした農産物を供

給することは重要でございます。積極的に支

援に取り組んでいきたいと思います。また、

生産者と消費者の触れ合いを促進するため、

貸し農園、市民農園、そうしたものを通じた

消費者に対するイベントを開催し、農業への

理解にも努めてまいりたいと、このように考

えます。 

 次に、情報提供と説明責任等々の関係でご

ざいますが、協働によるまちづくりの取り組

みといたしましては、施政方針の基調等につ

いてで答弁いたしましたとおり、基盤となる

制度は整っていると考えますが、住民の協働

を促進するためには、行政はＮＰＯまたボラ

ンティアグループなどの活動を通じて住民の

意思をいかに行政が察知し、また町の施策と

の連携を探ることのできる職員が求められて

おります。まず、住民とのパートナーシップ

を深め、やってみようという思考を職員が共

有しなければならないことから、職員の意識

改革を図ることでさまざまな政策創造につな

がっていくものと考えられます。住民の協働

意識の醸成を図るため、行政情報のリアルタ

イムな発信を広報やホームページを通して行

うとともに職員の意識改革をも進めていきた

いと、このように思います。 

 次に、今後の財政見通しということでござ

いますが、ご承知のような経済状況にあって

今後の見通しというものはなかなか把握しづ

らい面もございます。こういう時代は何事も

慎重に対応することが肝心であり、基本に忠

実にやっていきたいと私は考えております。

やはり歳入等々では少しでも増収につながる

ように努め、また歳出面では抑制する方向で

今後とも続けていかなければいけないと、こ

のように思っております。 

 次に、審査意見をどう受けとめたかという

件でございます。 

 これはもういつも申し上げておりますが、

町税等は納税義務者等の実態把握に努め、新

たな収入未済の発生と不納欠損処理を抑制す

るため、特別の体制を持って徴収に当たり、

収納率の向上を図っていきたいと、このよう

に思っております。 

 また、口座振替の推進に努めて収納率を高

めていくことについても、これはもう当然の

ことでございます。 

 そうした中で、現年課税分の未納者に対す

る徴収につきましては、督促、催告等の発

送、電話による催促、また訪問徴収を実施

し、新たな滞納を発生させないために職員一

丸となって努力をしているところでございま

す。 

 20年度課税分から延滞金の徴収を実施して

おりまして、督促状と催告書の送付時に延滞

金加算のチラシも同封させていただき、新た

な滞納繰り越しの抑制に努めておるところで

ございます。 

 滞納繰越分につきましては、今年度は２月

20日時点で、24人に対しまして30件の差し押

さえを実施いたしております。引き続き悪質

な滞納者の財産等を調査いたしまして滞納処

分を行い、徴収率の向上に努めていきたい
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と、このように思います。 

 口座振替につきましても、20年度の振替率

が町民税は2.7％、固定資産税は1.3％向上し

ておりまして、家屋評価時での依頼や口座振

替納付依頼書を送付することなどによりまし

てこの振替制度の推進に努めていきたいと、

このように考えております。 

 また、新年度はインターネット公売をも実

施していきたいと、このように考えておりま

す。 

 それとあわせまして、本年も実施いたしま

した県職員の徴収指導員の派遣を６月から９

月まで４カ月間、またお願いいたしまして、

指導を受けながら滞納の抑止に努めていきた

いと、このように考えております。 

 それと、いろいろなすべての歳入等々でご

ざいますが、これはもう当然のこと、税と同

等、すべてに取り組みをしていきたいと、こ

のように考えております。 

 次に、経費節減について、特別職の対応等

についてのご質問をちょうだいいたしまし

た。 

 昨今の地方自治体の厳しい財政状況、また

財政健全化比率等の公表を受け、特別職の給

与等の削減措置を行っている団体もございま

す。本町におきましても、ご承知のとおり平

成17年４月から３年間、減額措置を行ったと

ころでございます。 

 今後の減額措置についての質問でございま

すが、現下の状況等を十分に見きわめた上で

総合的に判断すべきと、このように考えてお

ります。ただ、特別職には、それぞれの特別

職としての職務、責任、そうしたことを果た

す義務がございます。それに見合う対価とし

て給与等が定められておりますので、安易に

減額すべきではないものと考えております。 

 管理職手当につきましては、平成19年４月

より定額化しましたが、その際に平成14年度

に実施しました減額措置に基づいて手当の決

定をいたしております。現状では他団体と比

較しても平均的な額でございます。今のとこ

ろ見直しは考えておりません。今後とも状況

の変化を見きわめながら的確に対応していき

たいなと、このように思います。 

 次に、住民参加の条件の整備、確立等につ

いてでございます。 

 住民参加の基盤となる制度は整っていると

考えますが、住民の皆様のまちづくりへの関

心、そして主体であることの認識や参画姿勢

等が醸成されることが条例制定の適切な時期

であると、このように考えます。その条件の

一つといたしまして、情報の共有を図るため

ホームページのリニューアルを行い、行政情

報をよりわかりやすく、タイムリーに発信で

きるよう作業を進めているところでございま

す。そうした点もご理解を賜りたいと思いま

す。 

 各種事業の再評価、住民参加できめ細かく

評価すべきということで対応策ということで

ございますが、行政評価は実施しているおの

おのの事務事業を行政みずからがチェックす

ることにより手法、効果を不断に見直し、効

率的、効果的な町政を実現するための有効な

手段でございます。 

 住民参加で、きめ細かく評価、再評価すべ

きとのお尋ねでございますが、現在はまだ試

行段階でございます。まずは行政内部で評価

制度を定着させることが重要と考えておりま

す。 

 20年度におきましては、実施計画に計上い

たしました事業を対象に事務事業評価に取り

組んでいます。新年度におきましては、施設

等の運営等の事務事業も対象範囲といたしま

して、評価範囲の拡大を図っていきたいと、

このように考えております。 

 住民の皆さんのご意見につきましては、各

種審議会、まちづくりの集い、パブリックコ

メントや町民提案箱等、現在の広聴体制の中

でお伺いし施策に反映していきたいと、この

ように考えます。 

 20年度末の滞納額、収入未済額の見込み、

そして滞納、収入未済に対する取り組み、留

保財源の有無というお尋ねでございます。 

 20年度の滞納額、収入未済額の見込みにつ
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いてでございますが、町税の現年度分の１月

末の徴収率は、固定資産税が1.0％向上した

反面、町民税が1.4％低下しており、全体で

0.1％低下しております。そうした中、決算

時には19年度を上回る徴収率を確保するよう

努力していきたいと考えております。 

 滞納繰越分につきましては、町税全般では

2.5％上回っておりますが、20年度、本年度

決算から滞納繰越分の出納閉鎖時期を地方自

治法施行令や財務規則に合わせ３月31日とす

ることとしております。２カ月早く閉めるた

めに徴収率の低下が見込まれるところでござ

います。 

 滞納、収入未済に対する取り組みでござい

ますが、決算審査意見のところで述べさせて

いただいたとおりでございますが、21年度は

差し押さえ財産のインターネット公売の実施

を予定いたしております。インターネット公

売は換価が安易な点と、アナウンス効果によ

り滞納者の自主的な納税促進の効果が期待で

きることから、実施に当たりましては広報や

ホームページ等により積極的にＰＲしていき

たいと。そして、６月から９月までの４カ月

間、先ほど申し上げましたように県職員の受

け入れが内定しております。19年度に引き続

き、納税相談、財産の差し押さえ等の手法の

向上に努め、悪質な滞納者には滞納処分を行

い、徴収率の向上に努め、自主財源の確保に

努めたいと考えております。 

 次に、留保財源の有無でございますが、歳

入予算の編成については、課税標準や補助

金、負担金制度を正確に把握し、地方財政計

画なども考慮し編成したものでございます。

基本的には見込み得るすべての収入を計上し

ております。しかしながら、一部例外としま

して、普通交付税については端数を切り捨

て、留保いたしております。その留保額、約

900万円ほどになろうと、このように思って

おります。 

 それから、それぞれの20年度末の滞納なり

収入未済、その取り組みでございますが、も

うすべてのこうした滞納、収入未済等々につ

きましては、これはもう足を運ぶなり、電話

督促催告等々も利用し徴収に取り組まなけれ

ばならないと、このように思っております。 

 そうした中で、我々も税外収入分につきま

しては新たに取り組みを進めようということ

で、今現在鋭意検討を重ねているところでご

ざいまして、この分に、税外収入につきまし

てもいろいろな方策を練り、対処していきた

いと。そして、少しでも滞納等々を減らして

いこうということを考えておりますので、そ

の点ご理解をお願いしたいと思います。 

 それと、一般会計の繰出金、また各会計繰

入金の実態とあり方ということでご質問をち

ょうだいいたしました。 

 国民健康保険の現状は低所得者層の加入割

合が高く、また保険税収入の伸びが期待でき

ない中にあっても、医療費は医療技術の高度

化などにより増加傾向にあり、国民健康保険

の事業運営は極めて厳しい状況でございま

す。事業に要する費用の一部を被保険者に一

定程度の保険税の負担を求めて事業の運営を

行っております。 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、

制度的に繰り入れるものと、財政支援を目的

に任意的に繰り入れるものがございます。国

保事業は慢性的に歳入不足が予想されます

が、町の財政が厳しさを増す中で不足分全額

を一般会計から賄うことは難しい状況にある

と考えます。一般会計からの財政支援は、国

保事業の実態と町の財政状況を見きわめ、財

政当局と協議しながら考えておるところでご

ざいます。 

 なお、平成21年度当初予算の財政支援を目

的といたしました一般会計からの任意繰り入

れは7,361万3,000円、前年度より1,107万

1,000円増加しておるところでございます。 

 また、老人保健制度に基づき会計処理をし

ておるこの老人保健特別会計でございます

が、歳入不足額については財源調整のため一

般会計から繰り入れをしているところでござ

います。 

 後期高齢者医療特別会計につきましても、
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事務費繰入金と保険基盤安定繰入金でござい

ます。事務費繰入金は後期高齢者医療の事務

運営に要する経常的な経費で、人件費、物件

費でございます。また、保険基盤安定繰入金

は、法律の定めるところにより、保険料の減

額賦課に基づき、被保険者に係る保険料につ

き減額した額を繰り入れするものでございま

す。 

 繰り出しについてでございますが、平成

21年度介護保険特別会計への一般会計繰出金

２億4,274万6,000円の内訳につきましては、

介護給付費、介護予防事業、介護的支援事業

の法定負担分１億7,419万8,000円、職員給与

分繰り出し分3,430万2,000円、事務費繰出金

3,424万6,000円と、このようになっておりま

す。 

 墓園につきましても、一般会計へ20年度は

1,577万7,000円の繰り出し実績を上げられた

ところでございますが、使用率が60％余りで

ございますので、今後とも永代使用料契約の

推進を図っていかなければいけないと、この

ように考えております。 

 下水道事業会計及び前処理場会計における

繰出金についてでございます。両事業の維持

管理経費に充当する財源は主として使用料収

入でございます。 

 下水道事業特別会計では使用料収入も緩や

かに増加しておりますが、年々増加する公債

費に対します負担にはどうしても繰入金に頼

らなければ成り立たない状況でございます。 

 また、前処理場事業特別会計でございます

が、県下統一料金による使用料単価は上がっ

ておりますが、使用水量が微量ながら減少の

状況から使用料収入の増加は望めない現状で

ございます。現状の施設の維持管理経費の節

減に努めながら今後も繰入金に頼らざるを得

ない状況でございます。そうした面、歳出を

極力削減していきたいと、そうした取り組み

をしていきたいと、このように考えます。国

保会計とのいつも対比をされておるところで

ございますが、今のところいたし方ないもの

と、このように考えております。 

 次に、負担金等の検証結果等でございます

が、平成17年度の補助金等の見直しでは、そ

の公共性、公平性、透明性の確保、行政関与

の適正化等に重点を置いて見直しを実施した

結果、補助金に対する職員の見方が着実に浸

透したこともあり、この３年間に廃止と判断

されなかった事業においても各担当課におい

て当初の目的や少額であった場合の効果等を

十分考慮して廃止するに至った事業等もござ

います。このような中で今回の平成20年度の

補助金の見直しにかんがみ、改めて検証した

結果、現時点で不必要と考えられる事業はご

ざいません。特に廃止とした事業はございま

せんが、一方では廃止ばかりではなく、多子

世帯保育料軽減事業など新たな事業補助を追

加するなど、予算査定等においてその必要額

を十分に精査した上で、最少の経費で最大の

効果が上げられるよう見直しを行い、予算に

反映しているものでございます。 

 また、負担金等につきましては、前回は平

成18年度に見直しを行っていることから、新

年度に個々の負担金等について、効果、義

務、必要性の観点から定期的な見直しを再度

行い、22年度予算に反映させる予定といたし

ております。 

 最後に、入札契約等のあり方でございます

が、せんだってもお答えいたしております。

工事請負、備品購入、委託契約についてでご

ざいますが、競争させるという点において

は、これはもう原則でございます。より良質

で安価なもの、だれもがもっともなことと思

うところでございます。こういう状況の中で

入札に付する場合、また見積書を徴し競争さ

せる場合、いろいろなケースがございますの

で、この件を一くくりで語ることは難しいと

思うところでございます。今後も、おっしゃ

るように改めるところは改めていきたいとい

う所存でございますので、よろしくお願いい

たします。 

 委託料等につきましても、私もこれはもう

指示は早くから出しております。それぞれが

対応できる分野での委託しているものはもう
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職員で対応していってほしいということは常

時申し上げております。すべての工事請負費

等、また入札契約、すべてに関連しようと思

いますが、私はそれぞれ鋭意取り組みをさせ

ていただき、改善すべき点は前向きに取り組

みをしていきたいと、このように思っており

ます。 

 それと、最低制限価格の公表等につきまし

ても、その効果がどう出るかというようなと

ころ、業者さんといいますか、そうしたとこ

ろとの駆け引きもあるような気配でございま

す。十分精査していきたいと、このように思

います。 

 それから、嘱託関係の件でございますが、

やはり我々こうした行政、自治会の皆さん方

にも分担していただき、大きなウエートが占

められておると、このように考えておりま

す。そうした契約につきましても、今それぞ

れの単位でやるんではなくして、連合自治会

一本でお受けをしていただき、ご無理をお願

いいたしておるところでございます。 

 もう一点は、この工事の関係でございます

が、これにつきましても先ほど先般の議員さ

んからもご質問をちょうだいいたしました、

排土客土の関係、排土は神戸のほうに搬送

し、客土のほうにつきましてはこの近隣から

集めているところでございます。 

 先ほどの議員さんの質問をちょうだいした

中で、昼の時間に担当のほうに問い合わせを

しますと、亜鉛ですか、カドミ以外にそうし

たものが客土の中にあるということで、それ

はもう使わないと、新たな客土を準備すると

いうことで聞いております。そうした対応も

土地改良連合会のほうと十分に連携を図りな

がら取り組みをしていきたいと、このように

思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 今さっきの排土客土の工事

のほうからちょっと再度伺いたいと思います

が、これは私はどこの土をというて問うとん

です。実際にどこの土をどれだけずつ持って

くるかという、その準備されてる土というの

はどこにあるんですかね。今使わないとかと

いうて、亜鉛が入っとるような重大な問題で

すからね。重大な問題なんですけども、亜鉛

がどれほど入っとったんかようわかりません

けども、カドミに加えて、え、カドミも入っ

とんでしょ。まあいろいろあるんでしょう。

だから、どこの土が先の答弁で使われると、

こういうようなことを含めてですね。埋め立

てに、いわゆる客土に使う土はどっから持っ

てくるかというのはどういう計画なんです

か。 

 それと、業者が下請しとんだと思いますけ

ども、これらの実態はどないなっとんですか

ね。それも説明を求めたいと思うんです。 

 それから、嘱託業務については、あくま

で、加古川の例はごらんになったんだと思い

ますけども、当然いわゆる、なぜこれが問題

になるかというのは、嘱託として委託をされ

た者がそれぞれ嘱託員として配付されたり、

いろいろその嘱託業務をすべてこなしとった

ったらだれも問題にしないと思います。しか

し、そういうことをせずに、自治会の組織を

使ってそれが行われる、そういうことに対す

る加古川での公開を求めることがあったんで

す。太子も同じことなんですよ。だから、そ

ういうことがないように、それこそオープン

にならなければなりません。そういう点から

はっきりさせていただきたいということであ

ります。 

 あわせて、この委託料の問題では18年に、

これ私が言いよると時間がかかるんやけど、

委託についての考え方を整理しましたな、町

は。どないですか。それぞれ10項目か何ぼか

に分けて、今後のことも整理をする言うてや

ってまっしゃろ。それに基づいてどうなって

いるかというのがあると思うんです。それ

で、委託で、内部でできることは内部です

る。結局、委託が増えると経費は全体として

上がっていってるわけだし、その委託も、本

予算も、前の予算もそうですが、委託料で金

額が空白になってる部分も説明願いたいん
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で、ちょっとそれははっきりさせてください

な。類推ということで、この類推はどちらか

ら向いても理由にされてるけども、そんなも

のじゃないと思います。最低制限価格を撤廃

することによって競争はより深まる。ほい

で、撤廃すると安心して良質なものが受け取

れないとか。こんなものは管理監督の問題で

すわ。だから、これをやめるということが、

追いかけっこみたいなことおっしゃって、駆

け引きとかということをおっしゃってるけど

も、いっときは私も言ってますように最低制

限価格公表することによって全部が最低制限

価格で応札してくじ引きで決めるというよう

な形になったことも事実です。一定、功を奏

した。しかし、一定の功を奏した後は公表さ

れてる最低制限価格から逆に類推すると。だ

から、99％にもなる、100％になると。そん

なむちゃくちゃなことありますかいな。だか

ら、それをその都度変えるとか、いろいろ考

えないといけない問題です。そのことを言っ

ております。ほいで、公正な競争に付すべき

だと。 

 それから、随契にかかわることについて

は、ここでも問題になってりしてる、随契の

大きいのはいずれにしても今回の土地改良の

問題であり、また本町で言えば前処理場にお

ける管理業務ですね。こういうのは随契です

よ。そういうものが撤廃されないといけない

と、こういうふうに思うんですが、そういう

こともはっきりさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、制限つきの一般競争入札はきれ

いに見えるけれども、指名競争入札と全く同

じやと。限られた者が参加するわけですか

ら、いかに段取りしやすいか。ほいで、談合

の仕組みをつくって、やりやすい。順番に受

けりゃええということになれば、もう最低制

限がわかっとるし九十何％でとれますよ。こ

ういうことになるんですよ、自動的にぐら

い。だから、そういうものをきちっと、駆け

引きということをおっしゃっておりますが、

公正にやろう思たらもう一般競争入札で、底

なしでやるべきやと。ほいで、管理監督を強

化すべきやと、こう思うんですが、その点い

かがかと。 

 それから、要は予算額が明示されていない

のは後の具体の審議の中でも明らかにしても

らいたいと思うんですが、もうこのような予

算ではわからない。大型ですからねえ。先ほ

ど言いましたように、工事請負費が特会を合

わせて６億円超える、それから委託料は16億

円。いろんな委託ありますよ。義務的委託と

かいろいろありますけど、それを含めて、特

会を含めて16億7,000万円だと。これらもま

た空白の部分がたくさんあります。これでは

予算を審議してくださいということになっと

らへんと、私はそう思うんです。そういう点

からはっきりさせていただきたいのと、それ

から負担金の大きなものの中には、消防等も

ありますけれども、揖龍保健衛生施設事務組

合の負担金は大きいと。これを少しでも緩和

するために、ここにおける大きなものという

のは、ごみの収集運搬にかかわることやとか

運転管理にかかわることがあるわけですけど

も、これらについても有価物の今回の販売を

めぐる汚職、こういうことがあったらこれら

の負担はおかしくなってしまいますし、それ

らについても競争入札をもとに全体として節

減できるようなことの取り組みが必要やと思

いますが、その点は触れられていないんで

す。当然触れていただかないと太子町の支出

負担の大きなものですから、はっきりさせて

いただきたいと、このように思います。 

 それから、繰出金の関係では、私はしつこ

いほど言いますが、やはり国保は言いました

ように３分の１の人たちが加入するものであ

るし、その他一般会計繰入金というのは、そ

の会計に占める割合は2.65％ですよ。片一

方、前処理場は85％。むちゃくちゃですよ、

ねえ。どない考えたて許されへん。そういう

ものです。 

 ほいで、下水は一般的にこれからの問題も

ありますから、私はこれは必要なものかと思

います。それでも、これが全会計に占める割
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合は47％ですかね、その中で。これは全住民

であり世帯であり、負担軽減の面からもこれ

は応援ということになります。それと比べ

て、前処理場などと比べまして、国保は余り

にも冷たい。そういう2.65ですよ。その他一

般会計繰り入れは、制度を除いたら。そんな

ことと前処理場と比較にならんから言ってる

んです。はっきりさせなきゃいけない問題だ

と思います。 

 それから、歳入で滞納等は主な歳入で、実

際にパーセントでと、それから県からまた派

遣を求めてやるとか差し押さえするとか、イ

ンターネットでの競売ですかね、こういうこ

とやとかでやりますと言ってるけれども、留

保財源はわずか900万円ですかな、ほんま

に。後からどういうふうに出るんかわかりま

せんけど900万円。あと、滞納収入未済はど

んな額にトータルなりますかということは、

額説明してください。 

 それから、行政評価については制度やら成

果物を使い、適用される住民が参加した評価

こそが、条件整備を早く急ぐべきやと思うん

ですけれども、その上での事務事業の選択で

なければならないと。行政はそこでこういう

既往制の主張もすればいいけれども、住民は

住民で制度で縛られ制度を生かす、また成果

物を使うということになるわけですから当然

のことだと思いますが、いかがでしょうか。 

 それから、自治基本条例等のことについて

は、情報の共有というものの情報が余りにも

少ない。提供されてる情報はわずかなもので

すよ。そういうことからいきますと、政策の

決定までのすべての段階での住民参加を求め

るためには成熟段階のものも要りますし、ま

たそれを保証する、担保する基本条例が制定

されるということなんですが、まだ条件が整

っていないということですが、条件整えるの

は、行政がちゃんと整えないといけないと思

うんですけど、その点から再度説明を求めま

す。 

 それから、管理職手当で国保で管理職が異

動しておる。 

 それから、下水になくて水道にある、前処

理にある、これどういうことでやっとんかい

ね、仕組みとしてね。 

 それから、やはり第４次の行革大綱という

もののこれらについてはあくまでほとんどが

住民に負担を押しつけることであったりする

わけですから、このようなことを進める前に

特別職や管理職がその襟を正すべきやと再度

思いますけどね。いかがですか。 

 それから、負担金。これは私も必要なもの

についてすべてカットせえなんて一遍も言う

たことありませんので、必要なものには当然

です。しかし、つき合い程度のものを含め

て、また組織の発足から維持までのものとい

うことで議会が意見を言うてきていることを

真摯に受けとめて対応いただくことが大切か

と思うんですが、その点どうかと思うんで

す。それは決算審査意見との絡みもありま

す。その点。 

 それから、水の件ではもう少しほんまに研

究したらどうかなと思いますので、私も研究

したいと思いますし、行政も何の水がどれ

で、いろいろ高い水を押しつけられますと考

えざるを得なくなること、それから施設の維

持のために運転していくためにお金がかかる

わけですから、どちらが効果的で安定的で安

心できて安価のものになるか、そういうもの

を見きわめる必要があると思うんですけど、

その点について一定の説明を再度求めておき

たいと思います。 

 それから、給食の問題では既に先行してい

る自治体が幾つかあるわけですね。だから、

炊飯器で米飯をやるというようなことも出て

きているわけですから、研究をして取り組む

ということが安全で目に見える取り組みでも

あるし、安心できる体制でもある。また、地

産のものを消費する道でもあると、こういう

ことですからね。その研究を怠ってはいけな

いと、こう思うんですが、いかがと。 

 それから、教育施設についても、私は太田

で良好な教育環境が整ったとは言えなくなる

と。だから、二分せえと私は一言も言うてま
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せん。あくまで校区の再編等が必要かと、こ

ういうふうに思うわけです。 

 それから、医療費に関係しては、前にも東

京日の出のこと言いました。それで、近隣で

は小野市などが中学まで、中学校を卒業まで

思い切った取り組みをしていることを参考に

すべきだと、こういう点で再度説明を求めま

す。 

 時間が過ぎましたか。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、一番初めのど

この土を使うかというようなご質問でござい

ますが、これはどこの土でもいいと思うんで

すね、逆に言うと。そういったものが入って

ないということがまず大事であって、そうい

う検査をしたものを客土とするということで

ございますので、議員がおっしゃることはど

うかなというふうに私は感じております。 

 それから、嘱託員さんの手当等に関してで

ございますが、これも先ほど来から、あるい

は総務常任委員会でもいろいろ出ております

が、太子町のやり方として現在連合自治会と

契約をして、それを各自治会長にお願いする

という形でさせていただいておるところでご

ざいますので、それについていろんなご意見

があるということは私どもも承知いたしてお

ります。より改善すべきところは改善してお

きますが、今のところそういった方向でして

いきたいというふうに思っております。 

 それから、委託料の関係で類推の話が出る

んですが、これはやはり類推するということ

は余り好ましくないということは、これは間

違いないところでございまして、やむを得な

くその１つのことしかないときになれば、そ

の委託であっても大体類推されてしまうとい

うようなとこで不合理もありますが、四、五

本ある中ではやはり委託料としてはその額に

ついては伏せておくのが好ましいという判断

を町としてはいたしております。 

 それから、制限価格の撤廃のことでござい

ますが、これも品質の確保というところから

いうと、やはり最低制限価格というものが必

要ではないかというふうに思います。この間

も兵庫県のほうではその制限価格の上昇とい

うことも１つは出ておりました。品質の確保

という点からやはり最低制限価格については

必要ではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それから、随契のことでの前処理関係とか

土改連の話が出ましたが、土改連については

これやむを得ないというふうには思うんです

が、前処理についてはいろいろ議員各位から

のご意見もございますので、21年度からは改

善すべきところは改善していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 それから、制限つき一般競争入札のお話で

ございますが、この制限つき一般競争入札に

ついていろんな考え方があろうかと思いま

す。議員のおっしゃるように、ある程度その

制限していたら決まっているではないかとい

うようなご批判については、これは甘んじて

受けるといいますか、だけど太子町としては

やはり中小業者というようなことを考える

と、金額の多寡によってですが、そういうこ

ともやむを得ないのではないかというところ

を現在のところいたしております。 

 それから、繰出金の関係で国保とか前処

理、いろいろなことでのそのパーセンテージ

をおっしゃいましたが、ちょっと私はそれ実

際に計算はいたしておりませんが、おっしゃ

ること間違っておられないと思います。これ

はいろんな過去からの経緯とか、あるいは公

共用水域の水質を守るとか、いろんな大前提

の中でやむを得ない部分があるということは

ご理解をお願いいたしたいと思いますし、国

保につきましては、この間もテレビでやって

おりました。確かに本来組合健保というのが

一番強い、強いといいますか、財政的には豊

かなところであったのが、８割から９割が赤

字というようなことの状況になって協会けん

ぽに移ってると。その協会けんぽが増えてく

れば、いわゆる税金の投入というのが13％で

すか、ありますので、みんなの税金がまたど

んどんそこに投入される。そこが無理になれ



－197－ 

ば、また企業としては国保のほうに入ってい

くというようなことで、いろんな矛盾は出て

きております。しかし、これは国のほうでそ

ういうふうな、いわゆる後期高齢者医療制度

も含めて国民皆保険の存続のために考えて、

国が方針としてそれつくっておりますので、

私どもとしてはそれにのっとって粛々とやっ

ていかなければならないと思います。 

 国保については、町長から申し上げました

とおり、税と国庫と県の関係で、それで本来

であれば賄うというところでの7,300万円余

りの21年度での繰り入れでございますので、

ご理解を賜りたいと、このように思います。 

 それから、留保財源の900万円余りという

のは、これは交付税で端数処理ということで

ございますが、税の関係も今見込まれる範囲

内ではほぼ出しておりますので、そういう意

味で留保財源としては今はっきりわかってお

るのといいますか、900万円程度かなという

ようなことでございます。 

 それから、自治基本条例とか行政評価のこ

とについては、先ほど来町長のほうから申し

上げたところでございますので、そういうそ

の条件を整えていくのは行政であるというこ

とを言われればそうですが、今の時点でそう

いう環境でないということで、そういうふう

に行政としても持っていく必要はあるという

ふうには感じております。 

 それから、負担金補助及び交付金の絡みで

の決算審査意見のことでございますが、この

負担金補助及び交付金についていろいろ行革

のほうで見直しをした中で、やはり補助金と

して必要なものを21年度予算では掲げている

ところでございますので、ご理解を賜りたい

と、このように思います。 

 それから、水道の関係で高い水を云々の話

でございますが、これも県水と西播磨水道企

業団のことを言われてると思うんですが、町

長からも申し上げましたように、西播磨水道

企業団については21年度から、やむを得ない

場合は給水していただくんですが、今までお

願いしてた分をやはり少し高いので、それに

ついては調整に入って、その西播磨を受け入

れないで何とか自己水と県水でやっていこう

というようなことでの方針を決めておりま

す。ただ、冒頭に申し上げられましたその県

水だけでしたらどうなんだということまで

は、うちのほうではまだそういう計算といい

ますか、そういうことはしたことはございま

せん。 

 それから、給食センターのことでの、テレ

ビで私も見ました、たまたまですが。各学校

で普通の家庭用の炊飯器を置いて。それで米

飯をしているというようなことも見ました

が、太子町の地理的といいますか、行政範囲

は本当にわずかな面積の中での集中して調理

をしていくということについては余り問題な

いだろうと、そういったことで今の現在のセ

ンター方式で十分であろうというふうに考え

ているところでございます。 

 それから、校区の再編等については、これ

は福祉文教常任委員会、総務常任委員会でも

十分ご議論されておりますし、校区の再編に

ついては教育委員会のほうで非常に難しいん

ではないかというような教育長の答弁もござ

いましたし、私自身も個人的には非常に困難

ではないかというふうに思います。 

 それから、医療費の無料化ということでご

ざいますが、これは入院費の無料化について

３年生まででございますが、太子町として財

政的に、例えば21年度やったけど、再来年度

はしないんだというぐあいにいきませんの

で、やはりこの福祉の場合は長期的な視点に

立って小学校３年生までを入院の場合を無料

化ということを施策として入れたところでご

ざいますので、ご理解を賜りますようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で桜井公晴議員の

総括質疑は終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 
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（休憩 午後２時59分） 

（再開 午後３時15分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 続きまして、各会計ごとの質疑を行いま

す。 

 まず、議案第21号平成21年度兵庫県太子町

一般会計予算について、これから質疑を行い

ます。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 24ページのこの地方交付

税のことについてお聞きします。 

 先日、幸いにも兵庫県の市町振興課副課長

の話を聞く機会がありまして、地方税のこと

についての講義というのをお聞きしました。

三位一体の影響により本来はこの地方交付税

も減少であるのにもかかわらず、今年度はこ

のような経済情勢のため地方が困っていると

いう声を聞き、国が苦しい財政をやりくり

し、本来は地方交付税全体として14兆

8,000億円を１兆円積み上げて総額15兆

8,000億円に水増しさせた模様です。だか

ら、太子町においてもこの地方交付税が増額

されておるわけですけれども、この太子町の

見込みとして前年比と比べるんじゃなしに、

本来もらえる交付税よりどれぐらいアップし

たのか、その見込み額というのを説明お願い

します。 

 次、44ページ、ふるさと応援寄付金につい

てお聞きします。10万円上がっておるんです

けれども、ほかの市町村によると数千万円集

まっている自治体もあるそうです。それに比

べますと、この太子町を応援するという意味

で、この10万円の予定予算というのは少し低

過ぎるのではないか。もっとふるさとを応援

しようとするそういう気持ち、その住民の気

持ちを盛り上げるような施策もとれればいい

のではないかと思っております。 

 次、50ページ、初めて有料広告掲載料とし

て町のホームページに企業の広告を載せる予

定になっておりますけれども、この１件１万

円の４枠の12カ月で48万円上がっております

けれども、今現在どのような申し込みがあり

まして、また今申し込みの件数で大体またこ

の予算がどれぐらい合っているのかというこ

ともわかると思うんですけれども、これの詳

細説明をお願いします。 

 それと、54ページ、臨時財政対策債につい

てですけれども、これも今年度相当数金額が

上がっております。国の施策として一般交付

税と一緒にこの臨時財政対策債としてのこの

債権に関しましては元本、利息すべて国の交

付税措置ということなんですけれども、最後

のページになりますと、この臨時財政対策債

が当該年度末になりますと29億7,212万円に

も膨れ上がってきます。これは一般会計の起

債のほぼもう35％を占めるまでになっており

ます。考えますと、現金でもらえるとこを今

手形でもらっているみたいな状況で、これが

この手形がいつ現金になるかという前に黒字

倒産みたいな形になってしまうんじゃないか

と心配しております。この臨時財政対策債に

ついてどのように考えておられるか、見解聞

きます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 地方交付税につい

てお答えをします。 

 何か本来もらえる普通交付税はということ

なんですけども、これが見込み得る本来もら

える普通交付税の額でございます、予算提案

しております額がね。 

 それで、まず最初に１兆円増額ということ

を言われましたですが、中身をご存じかどう

かわかりませんけども、１兆円の中身の半分

は地域雇用創出推進費ということで国は

5,000億円を配分しております。それから、

残りの5,000億円は、主に新聞紙上でよく出

ております医師不足、それから公立病院の閉

鎖、経営難といったようなところで5,000億

円、その合計が１兆円の中身ということでご

ざいます。ということは、私ども公立病院抱

えておりませんので、5,000億円はまず対象
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にならない。これはおわかりいただけると思

います。 

 地域雇用推進につきましては、今から詳細

を申し上げます。 

 まず、普通交付税の概要でございますが、

基準財政需要額は前年度比１億3,262万

8,000円、2.5％の増、基準財政収入額は前年

度比△の7,235万8,000円、２％の減となって

おります。 

 基準財政需要額の中での伸びで特に注目さ

れるのは、平成21年度、22年度に限りでござ

いますけれども、先ほど申しました１兆円の

中身の半分の5,000億円の地域雇用創出推進

費ということになります。これは雇用情勢や

経済情勢の厳しい地域に重点配分されるもの

でございます。内容は、その基礎になるもの

は第１次産業の就業者数比率、国調人口、自

主財源割合及び納税者１人当たりの課税所得

等によって算出されることになっておりま

す。本町の場合は、試算をしてみますと約

6,300万円が見込まれております。 

 ということで、先ほど申しました１兆円の

中身につきましては、本町に当てはめると約

6,300万円が見込まれるということでござい

ます。 

 それから、基準財政収入額はほぼ横ばいで

ございますけれども、臨時財政対策債振りか

え分において前年度比の１億5,499万

9,000円、55.4％となっております。この大

幅な増の要因は、地方交付税の原資でありま

す国税５税、所得税、酒税、法人税、消費

税、たばこ税の減収によるものでございま

す。国の交付税特別会計の財源不足が原因で

あり、地方の負担が増えているということが

おわかりだということが言えると思います。 

 臨時財政対策債の性格はご存じだと思いま

すけども、これ本来交付税で現金でいただけ

るものなんですね。ところが、平成13年度か

ら景気の悪化によりまして交付税原資が少な

くなってきた。国は交付税特会を別枠から国

が借りて交付税を我々地方に配分しておった

わけです。ところが、それを配分し切れなく

なった。だから、２分の１はあなたんとこ

ろ、地方も都道府県も市町村も国が全額借金

するんじゃなしに半分だけうちは借金するか

ら、あなたとこも、太子町さんも半分借金背

負ってよということで平成13年の制度改正か

ら始まったものでございます。ですから、ご

指摘のように、確かに伸びておりますよ。伸

びております。最後のページ見たって、予算

書の209ページの当該年度末現在高、平成

21年度末ですね、29億7,212万7,000円。膨れ

るの当然なんです。太子町だけ膨れるんじゃ

ありません。なぜ膨れるか。もう話は堂々め

ぐりなんですけども、国に金がない、交付税

として配る金がない。だから、交付税とは言

っておりませんけれども、臨時財政対策債と

いう形で我々地方が借金しないと地方がやっ

ていけないんです。やっていけないから借金

するんですよ。じゃあ、だれがしたの。国が

２分の１あんたとこ持ちなさいという制度な

んですね。ですから、国はこれをも含めて地

方交付税と言っておりますが、私どもは決し

てそうではありません。ですから、市町振興

課の副課長ですか、お話を聞かれたと思いま

すけれども、この間も私、財政課長会議行き

ましたですけども、市町振興の課長補佐は、

今の日本の国の実力はこれしかないと、これ

だけだと。地方にこれだけ借金背負わせるん

だからこれだけだというふうな表現をしてお

りました。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、44ページ

でございますが、総務費寄附金のふるさと応

援寄付金でございますが、これは今年の１月

末現在におきまして９件の15万5,000円とい

う寄附者、寄附金がございます。多ければい

んですけども、とりあえず予算科目的に計上

させていただいたと。ちょっと未知数な部分

がございますので、一応１人１万円としまし

て10人分という形での10万円でございます。 

 それと、50ページでございますが、有料広

告掲載料でございます。これにつきまして
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は、今現在２件の申し込みがございます。予

定としましては１万円枠４枠と5,000円の部

分で８枠を予定させていただいております

が、今現在では１万円が２件予約がありま

す。それと、問い合わせとしまして三、四件

の方の問い合わせがあるという状況でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 長谷川議員。 

○長谷川原司議員 この5,000億円の分です

ね、21年度と22年度もこういう予算措置がと

られるということで承知しております。 

 それで、その分の6,300万円として見込ま

れる分ですね、特別、この分に関してはその

地域雇用創出推進費ですね、こういうこの事

業に特化して使っていただきたいという説明

は私受けたわけなんですけれども、翻ってこ

の歳出のほうでこの推進費で何の事業に使わ

れているのか、それの説明をお願いします。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） この6,300万円に

つきましては、今後４月以降に国のほうから

事業照会がございますんで、それの報告をま

だできませんので、今現時点では、地方交付

税ですから、一般財源ですから、何をやって

もいいわけですから、４月以降に県を通じて

国に報告するようになるような段取りになっ

ております。 

○議長（北川嘉明） 長谷川議員。 

○長谷川原司議員 そうしますと、この歳入

の中にはこの金額が含まれていないんです

か。逆に、含まれているとしたら、歳出のほ

うの予算の今後その４月以降に事業を決める

ということなんですけれども、どういうお金

でのっているのか、少し説明をお願いしま

す。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 意味がよくわかり

ませんけども、6,300万円は今年度予算計上

しております普通交付税の見込みの中に入っ

ております。これ見込みでございます。です

から、４月以降に、先ほど申しましたよう

に、一般財源ですから、この6,300万円、地

域雇用創出推進費をどれに充当するかは４月

以降、県、国を通じて報告するということで

ございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 少しお尋ねします。 

 予算というものは町長と町民との１年間の

約束事であると思うわけなんです。間違いな

いですね。ですから、１年間の収入と支出と

の見積もりが予算になるわけなんですけれど

も、町長がおっしゃってるのですが、行財政

全般にわたり徹底した事業の見直しを行うと

いうことでございますが、非常に抽象的な言

葉なんですけれども、少し全般に言うと、ま

たこれ予算委員会で結構なんですけども、し

かしその具体の一端を説明いただきたいと思

います。 

 歳入は少な目、歳出は大目に予算計上をす

るということは、今までずっとそういう手法

をとられとったということはわかるんですけ

れども、しかし余り予算は、歳出はというよ

うなことになってくると、どの辺まで精査し

たんかということが我々としてもちょっとと

らえにくいので、全体で一体どれぐらい、精

査は上下プラマイ、何％ぐらいを考えられて

組まれとんですかね。 

 ほんで、例えば人件費ですね。私が言うと

る人件費というのは、予算の中では報酬と給

料、職員手当等、それから賃金、それから共

済費、これあたりを言うてるわけなんですけ

れども、これの町民１人当たりの職員の人件

費というのが精査されておりますか。 

 普通、企業の場合には原価はじかないけま

せんので、必ず人件費、原材料費、それから

減価償却費、ようなものをはじき出して、こ

れは100万円で売れるとか、50万円で売れる

とかということを決めるわけなんです。その

ときにやっぱり自分とこの会社の人件費とい

うのはきっちり握っとかなんだら、例えば１

時間当たりとか、１人当たりとかというのは
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全部握っておかんと見積もりも何もできんわ

けです。それは非常にイロハのイで町も同じ

で人件費の比較というのは他の町とか、それ

から全国平均とか、いろいろあると思うんで

すけど、私は一番手っ取り早いのはやっぱり

町民１人当たり、住民１人当たり何ぼかけと

んのやというのが一番わかりよいと思うんで

す。それが、もしここでわかるようでした

ら、説明をいただきたい。 

 それからもう一点、聞いておきたいんです

けれども、町の広報、これ１部幾らで予算に

上がってきておりますか。お答えいただきた

いと思います。 

 それから、コピーですね、これ白黒とカラ

ーのコピー、これ原価。お金はよろしいです

わ。だけど、大体カラーコピーをすると白黒

コピーの何倍の原価見てますか。これは機械

の使用料とか、それからいろいろかかってく

ると思うんですけども、トナーの問題もあり

ますし。しかし、これ出てますわね。白黒の

コピー使うのとカラーコピー使うのとは、例

えばＡ４１枚したときには大体どれぐらいや

と。何倍ぐらいかかるかという大ざっぱなと

ころでざっくりしたとこで結構ですから、説

明をいただきたいと思います。 

 それから、おととしから去年にかけて１件

ちょっと聞いておきたいんですけども、水道

事業所の未処理の施設でですね、二、三年使

い込んだ時点で、あそこに無駄なもんがある

と思うんですけども、ありますかありません

か。ないんなら、ないとおっしゃってもらっ

て結構ですけど、私はあると思っとんですけ

ど。だから、その辺のことが私は事業とか、

いろんなことを徹底的に見直したとおっしゃ

るなら、当然その辺の見直しができておると

思いますんで、全部にわたっては質問いたし

ませんけれども、以上二、三点について説明

をいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、人件費、

町民１人当たりにかかる人件費でございます

が、全会計を合わせまして、まず本俸、手

当、共済費、互助会、退手の負担金、それと

嘱託職員の賃金、それとアルバイト賃金、そ

れに伴う社会保険料といったもろもろの経費

を合わせまして、今現在18億3,741万1,000円

という金額をこの21年度では計上させていた

だいております。人口３万4,500人とした場

合に約５万3,258円という金額になるところ

でございます。 

 「広報たいし」ですが、１部当たり単価、

これ印刷費だけの単価でございますが、２色

刷りの20ページで出させていただいてる分で

単価１部54円ということでございます。それ

と同じ２色刷りで24ページにさせていただい

てる分で１部当たり66円という単価でござい

ます。 

 それと、コピーの白黒とカラーとの比較と

いうことでございますが、カラーの印刷機は

数台ございますが、単価的にはそこまで試算

をいたしておりません。コピーの白黒につき

ましては、１枚当たりのカウント枚数として

の使用料ということで1.3円という金額でご

ざいます。 

 それと、水道につきましては……。 

 うちの方からは、以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 水道事業所にもかなり施設がございます

が、現時点ではそういう未処理施設といいま

すか、そういう施設はないというふうには思

っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 広報紙についても印刷と、

それからコピーについては白黒とカラーとい

うことなんですけども、私はずっと思うとん

ですけども、美しい書類が必ずしも美しい事

業にはならんと。だから、カラーをつけてそ

の印刷に金かけたからというて問題は私は中

身やと思うんですね。そらね、これ人間とい

うのは恐ろしいもんで、なれてったらもうそ

れが当たり前になるんですね、事業というも
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んは。ですから、一遍外部の人に見てもらう

ということも非常におもしろい見方をしても

らえますんで、でないと、改革というてもず

っとそこの組織の中、20年、30年おる人に改

革はまずはできませんわ。 

 ほいで、そういう人らは言うだけとか、知

識として知っとるということはなるほど偉い

んですわ。言うのもしゃべるのもしゃべる

し、知っとることも結構知識としては知っと

んです。でも、そんなこと何ぼ知っとったっ

てあかんのですわ。どういうことかという

と、行わなんだらあかんのですわ。言うて、

知って、最後行うということが一番この事業

を進める上において大切なことなんで、行わ

ないことは何もしないことやということは、

あれ松下幸之助かな、言うとったでしょう。 

 ですから、例えばこのカラーコピーなん

か、私はほんまに行政の中で果たして要るん

かなと、このごろつくづく思うんですよ。実

際これ普通大体８倍かかるんですね、カラー

コピーというのは、白黒コピー。だから、こ

ういうえらい細かいこと言うようやけども、

やっぱり事務事業を見直していくというの

は、僕はこんな小っさいところから見直して

もらって、最後もうどうにもならんというと

きには、例えば個々のとかのもんに手つけた

らいいですけども、僕はこの辺が結構なおざ

りにしながら水道とか下水、国保、給食、こ

れ全部値上げのほうへいってますね。考えて

みてくださいよ、最近、公共的なというか、

あるいは物の値段というのは上がったことあ

りますか。去年は、去年、おととしですか、

アメリカの経済が破裂するまでには鉄、石炭

とか石油、確かにもう高騰しましたわね。し

かし、あの以降はもうほとんどのもんが、例

えばマクドナルドの食べるもんまでもう全部

下がってますわね。スーパーにしろデパート

にしろ物価は全部下がってますやん。何で公

共のものだけが上がるんかようわからん。公

共のもんでも電気代は若干下がりましたね。

ガスも下がりましたね。でも、水道は下がら

へんて。ちょっと異常やないですか。だか

ら、企業努力というか、そこに経営の努力と

いうもんがあれば、私はちょっと若干あらわ

れる結果は違ってくると思うんですけれど

も、その辺について事務事業のほんまに行財

政全般にわたって徹底した事業の見直しが私

は行われてないように思うんですけれども、

再度お尋ねしますけど、どういう事業をどう

いうふうに詰めたのかお尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、部長ね、水処理のとこ、あそこ

ホイストあるでしょう、２トンホイストが、

水処理のところにね。あれね、あんなもん

10トンのフレームやで。２トンをつるのに何

で10トンのフレームがつくんかようわから

ん、僕は。あんなでかいフレーム要らんで。

ホイスト自体は２トンがついとるから、それ

はそれで２トン程度のもんを上げる、最終的

には僕はあの辺で一番重たいもんが２トンか

なと思うとんやけども。でもそれにしてはフ

レームはばかでかいんや。だから、そこらは

やっぱり見て、あっ、これこんな無駄しとん

なということはあなたの頭の中に入れといて

ほしいんやわ。だから、そういうことを現場

へ行ったときに現場の責任者とか職員に、こ

れ何やと言えるように、管理者がやっぱり絶

えず目配りしとくということが大事なことや

と思うんで、私は１遍か２遍行っただけであ

らおかしいなと思うたんやから、それなりの

ふだんから目配りをしておけば、僕は一遍に

わかると思うんでね。とりあえず、そういう

面から私は今いろいろ言った中で徹底した事

業の見直しというのはどうにも合点がいかん

ので、説明を求めたいと思います。 

 後は、次言います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） その前に１つ訂

正をさせていただきたいんですが、先ほどコ

ピーの白黒とカラーという形で言われたんで

すが、私パソコンにおけるその印刷機のカラ

ープリンター、それとちょっと勘違いしてお

りまして、太子町におきましては白黒のコピ

ー機しか置いてないということで、経費的に
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高くつくということで、カラーコピーが必要

な場合は業者に言ってコピーをしていただく

というシステムで今現在やっております。 

 それと、徹底した事務処理の見直しという

ことでございますが、これにつきましては

個々の分につきましての回答はなかなか難し

いんでございますが、行政改革、そしてまた

行政評価といった中でそういう事務事業を洗

い出しながら今後やっていこうということで

20年度から順次取り組んでいる次第でござい

まして、最終的にはそこに持ってきて人事評

価も取り入れながら職員の質の向上を目指し

て全体的な事務処理の徹底ということをした

いという考えでございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 ちょっと清掃費のことで、

これ１億5,808万円ですか、予算上がっとる

わけなんですけれども、去年も同じ額が上が

っとんですけど、これ事務事業を見直して同

じ額が上がってくるということは去年と今年

は変わらんと。また、変えないと。 

 私一般質問の中でも言いましたけど、森興

業のこれ高くつくのは午前中の収集と、した

がって車両が多いという答弁をずっと繰り返

してきとんですけども、あれね、僕もこの間

言うたように、車３通りも４通りも看板かけ

かえて使いようやん。昼からの、晩の３時、

４時でも走っとるで。夕方、夕方やったら４

時過ぎ、４時半ごろにも走っとる、まだ。あ

れぐらい効率よう車使いようとこなあ、龍野

衛生公社でもないわ、あんだけ走ってない、

ここらやったら。そらもう森興業ぐらいや

わ。だから、午前中に収集せんなんさかい車

両がようけ要って、ほで経費がかかる言う

て、あれ全くうそやで。それあなた方僕の言

いよること否定してか。走りよらへん言うて

か。第一森興業やろう。ほで、有限会社ＭＣ

やて。あれ何やいな。僕は森興業との契約と

いうのは聞いたことあるけど、今まで資料も

出てきたけど、有限会社ＭＣというのは聞い

たことない。ほで、役場のここへ来よるで、

段ボールや本取りに。ほいで、森興業が来た

り、看板は横っちょ張ってあるのは森興業が

来たり、それからＭＣが来たり。この間なん

か名なしの権兵衛来とったわ。何も張ってな

かった。写真撮ってある。それは揖龍でやり

よるからこっちは知らんわということの答弁

の繰り返しなんやけど、揖龍がやろうがどこ

がやろうが、そんなもん向こうから請求して

きたら、はいそうですか言うて予算に上げる

ちゅうのは、これで僕は徹底した事業の見直

しをやりよるとは到底思われへんねん。 

 ほいでもう一点は、ユーロ円債のことなん

ですけど、町長は基本に忠実にやれというよ

うなことを今さっきの答弁で、桜井議員の中

のことで答弁された、基本に忠実にやると。

基本に忠実にというのは私は行政のお金の運

用というのは、ほんまに安全有利でっせ。ユ

ーロ円債というのは、これは僕はもう調べれ

ば調べるほどひどいわ。もっと有利なやつ何

ぼでもあるわ。今１年で８％というの、あり

まっせ。ただし、元本は保証なしですわ。１

年で、せやけど８％です。だから、これ30年

でしょう。30年で22％。割ってみなはれな、

30で。もし満期まで置いたとしたら何ぼなる

ん。 

 だから、おっしゃることはようわかるんで

すよ。けど、やられることがわからんねん。

だから、僕は逆のほうがええと思うんです

わ。言われることはようわからんけども、や

ることはきちっとやるなということのほうが

我々としては安心できるんですけれども、今

ちょっと２点お尋ねしたんですけれども、そ

れについての説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の清掃費の関係でございます。 

 事務組合の負担金でございますが、前年と

比較をしまして、当然ごみの実績量等々が変

わってまいりますので、昨年とはかなりの減

額になっております。 

 そのうち、今上田議員さんおっしゃってる

のは収集運搬の部分かと思うんですが、収集

運搬につきましては、これまでもご答弁申し
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上げましたように、なかなかごみ量が若干減

ったからどうというぐあいにはいかない。ス

テーションの数が若干の増減ではなかなかそ

ういった効率の面からは余り影響がないとい

うところで、これまでもやはり前年実績額と

いうのが中心になって、大きな変動要素があ

れば当然変わってきますけども、今年度と前

年度と見まして、そういった面からは大きな

変動がないということでございますので、同

様の額になっておるというふうに思います。 

 そのほかにつきましては、運営費は同額で

ございますけれども、それぞれ塵芥処理費か

らし尿の関係については受け入れトン数が減

っておりますので、前年対比で減っておると

いうところでございます。 

 また、施設整備につきましても同様、大規

模回収が20年度で終わるということで、21年

度については減額ということになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ユーロ円債に

つきましてお答えいたします。 

 先の会議でもご質問がありましたけども、

元本保証という中で１年目は６％、今後22％

まで利子がつきましたら、そのときにおきま

して償還といいますか、解約できるといった

ことから、もう少し様子を見ていただきたい

というふうに思います。とりあえず、元本保

証でありますので、安全ということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（上田富夫議員「車の使い回しのこと

を」の声あり） 

 それや。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 車の使い回し

ということを言われるんですが、私ども承知

しておりますのは森興業さんということでご

ざいますので、町域のごみを集めていただい

とんのは森興業さんということでございま

す。 

（上田富夫議員「むちゃくちゃなこと

言う」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（上田富夫議員「そんなむちゃくちゃ

なこと言うなよ」の声あり） 

 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 いろいろと尋ねたいことが

あるんで、もし答弁に困るようでしたら予算

委員会のときに出しておいてください。 

 まず、66ページから入らせていただきます

が、揖龍広域センター事業分担金で百何万円

ありますね。この揖龍広域センターはこの揖

龍ですから、たつのと太子ですね。これの負

担の割合ですね、分担の割合。で、太子町と

してはこの広域センターについてどれだけの

メリットというのがあるんか。 

 それと、この分担金の積算根拠を。これは

後で結構ですわ。 

 それから次、70ページ。 

 防犯推進委員会運営補助金100万円と防犯

にかかわること、ぼうはん太子で49万円の印

刷費がありますね。防犯のこの100万円とい

うのは、ただ防犯推進委員会がこんだけくれ

というて言われたんか、これについて去年も

一緒だったとか何かで100万円もの大金で防

犯推進委員会の前年度の活動とどんな効果が

あったんかということも、どういうふうに認

識をされてるかということもお尋ねしときま

す。100万円についての積算根拠ね。 

 それから、74ページの連合自治会研修費で

すね。これも100万円です。100万円というた

ら大金だと思いますけど、これも積算根拠を

お示し願います。連合自治会の研修というた

ら何をしょってんですかいなということがち

ょっと疑問に思うわけです。それで、連合自

治会に100万円も使わなあかんのかというこ

とですわ。これが昨今の財政状況から照らし

合わせたら、ちょっとどういう位置づけをさ

れておるんだと。100万円をあげます、好き
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に使うてくださいということですかと。 

 それから、82ページの選挙費ですが、プレ

ハブ事務所借料になってますね。これ選挙に

ついて、これもう今年９月には泣いても笑う

ても衆議院選挙ありますからね。だから、当

然選挙の投票場云々についてはわかります

が、だけどもうプレハブ事務所、庁舎の前で

しょう。あすかホールとかいろいろと今まで

にも尋ねておりますが、向こうへ行ったら手

間やとか何か言うてされておりますがね、だ

けど、もう一度再考して、前回税務申告ね、

そのときあすかホールでしていただいて非常

に町民の方は今回助かったという声も聞いて

おります。私も行きましたけど、案外この役

場のその事務所でもやってたことあります

ね。だけど、ああいうとこ広い場所をうまく

利用すればいろいろと町民の方にとっては便

利であり、ゆとりのある税務申告ができたと

いうことを聞いてますが、今回これ投票につ

いて、この前で狭苦しいとこでプレハブの中

でわざわざするというのも、これも一考かと

思うんで、今までに同じことを言うてますけ

ど、今回も同じ項目の予算の計上で、金額は

別に言ってませんよ、その行為そのものにつ

いて何らその議員とかいろんな者の言うこと

を参考にされないんですかということをお尋

ねしておきます。 

 それから、84ページの国民投票投票人名簿

システム構築業務委託料、これ国民投票とい

うたらなかなか新聞紙上では聞いてますけ

ど、現実に太子町としてこういうことをどん

どんと我々のわからんとこで行われておるん

かということで、どういうことしょってんで

すかということをお尋ねします。 

 それから、92ページの老人クラブ連合会補

助金、これも大きなお金ですね。連合老人ク

ラブに補助金を百何十万円も、それで単位に

対しても出しておられるんですよ。これにつ

いても、これもどういう積算根拠で見積もり

へ出てきとんかということ。 

 それから、101ページの保育所ですね。保

育所については皆職員の方いろいろ頑張って

おられるということも見ておりますし、聞い

ております。ただ、今回のいろんな予算とか

というのを計上していってありますが、やは

りその保育所の職員の方とかいろんな方の予

算というんか、要するにそういう要望、何も

予算をつけるというんじゃない、たくさん増

やすというんじゃなしに、そういう声を聞い

て予算を計上しておられるんか、そのやりと

りの行為そのものがどういうあれをどない言

うんかされてるんかなということがちょっと

不安に思いますので、それをお尋ねしておき

ます。 

 それから、108ページの児童厚生員賃金、

これ児童厚生員というたら、私は勉強不足か

わかりませんけど、どういう立場でどういう

仕事をしておられるんかと。これはかなりの

金額ですね。456万円ですね。その辺のこと

を児童厚生員のことを教えてください。 

 それから、112ページのいずみ会補助金で

すね。いずみ会についてはいろいろと食育、

いろいろのことの活動をされてるということ

は、過去何十年とやっておられます。このい

ずみ会は町としてどういう位置づけをされて

おるんですか。再度お尋ね。 

 というのは、やはり食育、健康というのは

もう基礎の基礎ですから、そのことについて

活動されてるんですけど、個々にも何ぼか貢

献されてるということはあろうと思いますん

で、いずみ会はただ単に婦人会と同じように

おばちゃんの集まりでこんなんしてくれよう

からいうて補助金を出しておられるんか、例

えばきちっと町としてどういう位置づけをさ

れてるんか、それをお尋ねしておきます。 

 それから、さっき上田議員が言うておられ

たから、よろしいか。 

 それから、118ページの資源ごみ集団回収

で奨励金ですね。これはただ集団回収されと

る補助金というふうに解釈するんですけれ

ど、本当に集団回収について町民の方々が率

先して回収をされてるんかどうか。それで、

五百何万円もこの予算計上を何を根拠に計上

されてるんかお尋ねします。 
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 それから、同じくその下で上太田瓦礫処分

場の搬出委託料ですね。これ130万円の予算

をとってますけれど、前年度は百何万円であ

れ落札してますやんか。これ量が増えるおそ

れがあるからこういう予算にしとってんです

か。現実に百何万円で落札したいうたら、業

者はそれでできるということですからね。そ

の130万円の積算根拠を教えてください。 

 それから、120ページのシルバー人材セン

ターですね。これいろいろと予算をとっとら

れますけれど、本当に太子町民が自分がシル

バーに登録しておいて仕事をしたいと希望が

あれば、それ大体希望をかなえておられるん

でしょうか。これだけの予算をとっとってほ

んまに仕事したいという人に対して利用がち

ゃんとできるんかどうか。そんなことも十分

心配するところであります。それについても

この予算計上を、これはもうこういう人材セ

ンターやからこんだけ要りまんねんというた

だ単なる積算されてるんでしょうか。 

 それから、128ページ、申しわけない、ぎ

ょうさんあってね。 

 ほんで、たいし花と緑の会補助金、これ

160万円ですね。これについてどういう計画

をして、ほんでどういうことで160万円の予

算の計上をされてるんかね。それを、これは

もうまた予算委員会で出していただいて結構

です。 

 それから、132ページの観光協会補助金

200万円、観光協会特別事業補助金、これ特

別事業というたら何をされるんですか。金額

はあれですけど、観光協会が200万円の予

算、これもどちらも積算根拠をお願いしま

す。 

 それから、あすかふるさとまつり、これ

600万円なってますけど、もう長年いろいろ

なことをされてることはよくわかりますが、

ぼつぼつ見直してはという声ももっと前から

出てるはずなんですけれど、これも600万円

は何ら検討なしに去年出しとるから今年も出

すわいなというだけのことでしょうか。やは

り今の町財政見直していくときにもう少し知

恵を出されたらいかがでしょうか。 

 それから、152ページの揖龍教育委員会連

絡協議会負担金ですね。これは何を根拠で

130万円を出されてるんかお尋ねしますし、

それと揖龍教育委員会連絡協議会は何をしょ

ってんですか。それをお尋ねします。 

 それから、その下に学校教育指導員賃金に

なってますね。これも２名で400万円ですか

ら、お一人にとっては200万円。あなた方の

金額でいけば安いかもわかりませんけど、

我々にとったら月17万円ぐらいですから、ど

ういう仕事をされて指導しておられるんです

かね。だれを指導しょってんですか。ほい

で、その対価が本当にこれでええんか、逆に

本当もっと安過ぎるんではないかという、そ

の人、指導員によってね。何を根拠に400万

円も出しておられるんですかということ。で

ないと、本当に活動しておられる方はこんな

金額でええんかいなと思う心配もありますん

で、お尋ねしておきます。 

 それから、156ページの学校医、もうこれ

小学校ですけども、同じ中学校もありますか

らね、幼稚園も。学校医・学校歯科医・学校

薬剤師報酬12名、12名の方の名簿、これ全部

でね。これは予算委員会に提出してくださ

い。それぞれの額、学校医でお医者さんとか

がいろいろと子供のためにしてくれよってと

いうことは、それは十分理解しますが、それ

に対してその報酬が本当にお医者さんという

んか、医師に対してそれなりの報酬を出され

とんかどうか、これはそれ全部でね。小学

校、中学校、幼稚園ですか、それに対してま

とめてね。 

 それから、172ページの婦人会研修補助

金、これもどういうことか積算根拠を教えて

ください。婦人会がいろいろとご苦労なさっ

てるけれど、それ自治会とえらい違いまんの

や、婦人会もそうなったら比較する必要はな

いんですけれど、片や100万円で片や30万

円、それなりの積算根拠があると思いますん

で。 

 それから、180ページの民主化推進協議会
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補助金、これ160万円の予算計上してるけれ

ど、本当にもう今現在、民主化推進協議会の

民主化て、これが必要なんでしょうかね。も

っともっと民主化というんか、人権について

とか、いろんな活動で、これもいろいろと長

年続いて、もうしゃあないからしょんやとい

うような雰囲気ですやんか。ほれで、民主化

というたら、その辺の本来の本分を民主化し

て皆差別のないようにしましょう、みんなで

人権とかいろいろと教育して勉強してますや

ん。ところが、実際に本当に人間同士のつき

合いとして人の悪口は、それはそのときに言

うの勝手や言うたらそれまでやけど、堂々と

差別されてることが横行してるんですよ。そ

の辺のことをわきまえて、こういう活動をさ

れてるんかということについて160万円の補

助金まで出して、それもおかしな話でしょ

う。本当に160万円の効果があるんか、何を

もって予算を計上しておられるんかお尋ねし

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、66ページ

の揖龍広域センター事業分担金というところ

でございますが、揖龍広域センターにつきま

しては視聴覚ライブラリー事業、施設運営、

それと少年育成センター、社会教育協会とか

といったものが入っております。これは１町

単独ではなかなか費用的にかさむというもの

を広域行政事務の共同処理ということでさせ

ていただいておりますので、その分でのメリ

ットはあろうかと思っております。 

 その負担金の中身でございますが、これは

全体事業費、管理運営費全体的にかかる中で

均等割が10％、人口割が10％という形でそれ

ぞれの市町に負担配分がされております。 

 それと、74ページの連合自治会研修補助金

100万円でございますが、これは補助金の制

度を行財政改革の中で見直しをさせていただ

きまして、太子町も今まではただ補助金とい

う形で出しておりましたが、すべての補助金

に対しまして太子町各種団体等補助金交付要

綱というのを制定いたしまして、その目的に

沿った支出の仕方でさせていただいておりま

す。 

 具体には、この部分につきましては、自治

会長の資質の向上、それと交流といった形で

の隔年ごとの研修費用でございます。 

 それと、選挙にかかるプレハブ事務所の借

料ということでございますが、これは町にし

ましても懸案事項でございまして、なかなか

庁舎の前で事務所を置くということは来庁者

にとってもいろいろと問題があるということ

で、現在も選挙管理委員会のほうでも検討し

ておりますが、税の申告のように、あすかホ

ールへ持っていってすぐにというわけにもな

かなかまいりません。期日前投票につきまし

てはやはり庁内部の職員との調整というんで

すか、選挙のそういう確認もする必要がござ

いますので、そういった配置も必要になろう

かと思います。当分の間はこういった形でさ

せていただきますが、これは検討させていた

だくということでございます。 

 それと、国民投票の件でございますが、こ

れは日本国憲法の改正の際には国民投票とい

うものが予定されておりまして、そのために

日本国憲法の改正の手続に関する法律という

ものが19年５月に公布されております。施行

日が平成22年５月18日から施行という形にな

っておりますので、その間におきまして国民

投票ができるシステムをつくり上げるという

形でございます。これにつきましてはすべて

国費ということで、全国市町一律に行ってお

るものでございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、たつの市・太子町広域シルバー人材

センター活動負担金、これにつきましては要

はたつの市・太子町広域シルバー人材センタ

ーの活動補助ということで、シルバーの方の

働く場の提供をしているといったことで、社

団法人ということになっております。これも

昭和46年の法律に基づきまして運営されてい
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るものでございます。ちなみに、19年度の実

績といいますと、太子支部会員数で190人、

その方の契約件数が518件、その中で就業延

べ人数２万6,868人。こういう実績から見ま

すと、まず働きたくて働けない人もおられる

かもしれませんけども、かなりの実績が上が

ってるというふうには考えております。 

 次に、128ページの花と緑の件でございま

すけども、これにつきましては各種団体があ

りまして、昨年ですか、新しく個人会員を募

りまして、10月でしたか、いわゆる箱庭の講

習会とか展示会等もやっております。ですか

ら、以前と違ってかなり内容は変わってきた

活動を現実的にはやっております。 

 また、補助金ですけども、徐々に毎年下が

ってきておりまして、昨年が180万円、平成

21年度で160万円と徐々に下げさせていただ

いております。 

 それと次に、観光協会補助金、これにつき

ましては、太子町の観光協会といいますの

は、やはり１つといいますか、観光にも力を

入れていくといったことでございます。その

中で特別事業補助金といいますのは、太子会

式での活動、あすかまつりでの活動、原の火

祭り等、それと観光パンフレットの経費とか

ということで実施しております。 

 以上でございます。 

 失礼しました。 

 あすかふるさとまつりの件でございますけ

ども、これにつきましてもやはりそのマンネ

リ化という言葉もありますけども、昨年とい

いますか、去年のあすかまつりではかなりの

人数が参加されました。出席されておりま

す。そういった中でいわゆるそのマンネリ化

という考えもありますけども、固定化といい

ますか、決まったパターンになって人が集ま

ってくるという考え方も多少あろうかなと。

ですから、委員会にしましたら、やはりその

マンネリ化とか、そういう時代まつりの固定

化とか、いろんな考えの方も中でまだ今後も

議論をしながらやっていきたいというふうに

は考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、74ペー

ジでございましたですかね。 

 失礼しました。 

○議長（北川嘉明） 70です。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ページ間違う

とった。 

 失礼しました、70ページの防犯推進委員会

の100万円の補助金のことでございますが、

この積算につきましては当然３部構成で推進

委員会やられておりまして、それぞれの活動

費というのがその根拠になるわけでございま

すが、これは毎年度事業執行、それと防犯推

進委員会の事業を執行していただいた中で清

算を行っております。決算的には100万円に

至らないということなんですが、予算取りと

いたしまして事業計画に基づいた100万円と

いうことでございます。 

 それから次に、92ページの老人クラブの関

係でございますが、これは歳入の県の補助金

との連動がございまして、事業の中身としま

しては一般事業と、それから特別事業、健康

づくり事業という大きな３つの事業構成でも

っての内容となっております。ちなみに、県

のほうは75万9,000円を補助、このうちの

75万9,000円を県が補助をするという性格の

ものでございます。 

 それから、101ページの保育所の関係で、

その保護者等の声を反映したもんになってお

るかといったご質問だったように思います

が、今回保育室へのエアコンの導入を図って

おります。また、それらを初めとしまして保

育所の現場の声も聞いた上での予算措置とい

うことでございます。 

 それから、108ページの児童厚生員のどう

いう立場であるかということでございます

が、具体に申し上げますと、太子山の南の児

童館の職員でございまして、児童の健全育成

に当たる立場ということでございます。 

 それから、112ページのいずみ会のお尋ね

でございました。位置づけといたしまして
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は、もう議員さんのほうも言われましたよう

に、食育、非常に大事な要素になってまいっ

ておりまして、本町としましては食生活を通

じました健康づくりの実践的、中核的な組織

ということで、非常に公益性の高い団体とい

うふうに見ております。調理実習等を初めと

しまして本当に手づくりで、本当に盛んに言

われておりますところのお料理を実践をして

いただいております。 

 それから、118ページの集団回収の件でご

ざいますが、町民の皆さんが率先をされてお

るかということのようでございますが、これ

もやはり推進を図るということで、一応資源

ごみの回収に当たっては補助単価キログラム

４円の奨励金を出して大いにこの資源ごみの

回収に奮って参加をお願いしたいという意味

合いでのものでございます。 

 それから、118ページの瓦れきの搬出の予

算の130万円の積算根拠のお尋ねでございま

すが、これも先般の本会議でも申し上げたと

思いますが、やはり項目といたしましては瓦

れきの積み込み、それからおろしのほうです

ね。それから、トラックでの移送、こういっ

た事項でもって積算をしておるということ

で、あくまでもこれも予算取りということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係の

ご質問でございますので、152ページの揖龍

教育委員会連絡協議会の負担金関係について

でございます。 

 これにつきましては、構成としましてたつ

の市と太子町、播磨高原事務組合で構成して

おりまして、内容的には根拠ということでご

ざいますが、平等割、また園児と児童の生徒

数割、それと教職員割ということでございま

して、内容的には学校訪問、また教育研究大

会、それと教職員の人事の関係、それとまた

教科書の図書の選択等がございます。事務局

はたつのの教育委員会事務局です。 

 それと、同じくその中で賃金の中の学校教

育指導員賃金ということでございます。これ

につきましては20年度で１名でございました

ですけども、21年度から２名ということでお

願いをしとるところでございまして、これは

嘱託の職員でございまして学校指導主事に相

当するものでございまして、学校との連絡調

整、また保護者との協議といいましょうか、

そういうこと、学校、園の指導ということで

ございます。 

 それから、156ページの学校医、学校歯科

医と薬剤師の関係でございます。これは名簿

につきましては予算委員会では出したいと思

います。また、この報酬の根拠につきまして

は、これは報酬条例に基づくものでございま

す。 

 それから、172ページの婦人会研修補助

金、これは婦人会の研修に伴いますところの

バス代等のことで定額補助をいたしておると

ころでございます。 

 それと、180ページの民主化推進協議会の

関係ですが、これは20年度におきましては

180万円から160万円にということで、21年度

におきましても160万円でお願いしたいとい

うことで定額補助をいたしております。内容

的には、ご存じのように、まだまだ差別等の

事案もございますので、生涯的な人権学習会

ということ、またＰＲ、またご案内のよう

に、民主化推進協議会によります講演会等実

施いたしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤議員。 

○嶋澤達也議員 あと、長々聞きませんが、

後のことは予算委員会でお願いしておきま

す。 

 それから、防犯推進委員会ね、いろいろと

活動していただいてるけど、また実際何名の

方が携わっておるんか、その辺のことは予算

委員会の、防犯委員会そのものについての資

料を、難しい資料じゃないけど、何人ほどか

かわっていただいてされてるんかなというこ
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とを再度、予算委員会に出しといてくださ

い。 

 それから、老人クラブのことですが、県の

補助金でいったら、そらわかりますけど、本

当にこの活動が本当に老人の、老人言うた

ら、もう元気な人もおられますから、その老

人クラブそのものが本当に有意義にされとん

かということを一度検証をしておいてくださ

い。 

 それから、いずみ会のことについては、や

はり今部長の答弁どおり、食育というのはも

うすべての健康の原点ですからね。もう部長

のおっしゃるとおりでございまして、僕もそ

う思いますんで、もう少しいずみ会の方が本

当に活動していただいて、いろいろとしてい

ただいてた、去年の実績見てます。見てます

けど、その辺についてやはり町としての援護

射撃がもっと必要ではないかなと思うんです

よ。本当にご苦労なさってる姿を見ますし、

去年の活動報告も見ておりますんで、だけど

案外人数が少ないように思うんですけど、や

はりそういうことも活動するものに援護射撃

がいるんじゃないかと思います。 

 それから、たいし花と緑の会180万円、

160万円なったけどやというておっしゃって

ますけれど、本当にこのたいし花と緑の会が

太子町全体に花と緑で有意義に使っておられ

るかということが、ただ単に補助金出してお

いたらええということではちょっと問題があ

ろうかと思いますんで、その辺のことは去年

の活動のころは私知っておりますので、これ

もちょっとそれなりの注意がいるんじゃない

かと思います。 

 それから、あすかふるさとまつりですが、

今部長が答弁のとおり、マンネリ化というの

もわかりますし、やはり全体の太子町住民の

方が固定して楽しいという人もあろうかと思

うけど、太子町全体の人数からいけば、本当

にあすかふるさとまつりにこれだけの莫大な

る予算を投入して、それが本当の町民のため

に有意義であるかということは、これはもう

ずっと過去のこともありますから、いろいろ

と言い分はあろうかと思うけど、もうぼつぼ

つ性根入れて一考する必要があろうかと思い

ますんで、これは答弁要りません。そんなこ

とで、あと詳しい資料がもし抜けてとるよう

でしたら、私今ちょっとよくわかりませんの

で、資料等で説明できるもんがあったら、し

ておいてください。それで、私の質問は終わ

っときます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 近年、高齢者の負担が非常

に目立つんですが、92ページの負担金、それ

から扶助費ですけども、多分昨年の実績に

10万円程度足したような感じかなあと見られ

るんですが、その辺やはり財政難やから、こ

ういう数字に持っていっているのか、それと

昨年まで見られた項目が削除されとる分が見

当たるんですけども、例えば愛の一声運動助

成金とか、今回ちょっと私が見過ごしとんか

もわかりませんけども、それらを含んで何カ

所か見当たらん分があるんですが、財政難と

いうことで削除されたのか、その辺のお答え

を求めます。 

 それと、118ページの収集運搬、数字が変

わっとらんということで部長もごみが少なな

ったから収集単価も下げるとかというような

お返事されてましたが、やはり一度きちっと

した積算根拠は出していただきたい。予算委

員会で結構です。あくまでも最近大きな事件

が起きましたから、その中の渦中の所長が積

算された数字であるということは私も本人か

ら聞いております。その方がされたそれ以前

のもんをそのまま使うというのはどうかなと

も思いますんで、積算根拠を予算委員会のほ

うに出していただきたい。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、92ペー

ジで前年と比べて削除になってる部分がある

んではないかということなんですが、確かに

愛の一声がなくなりました。これはちょうど
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飲料、ヤクルトですね、あれを配達していた

だいて安否確認を同時に行っていただいとっ

たんですが、実はヤクルトのほうからどうも

撤退という話が入ってまいりまして、何とか

再考をというお願いもしたんですが、やはり

人数的にもどうも難しいようでございます。

それにかわるような、やはり地域で支えてい

くという体制を再構築をしなければならない

んですけども、そういうことでの撤退という

ことで、昨年は50万円ほどの予算が上がって

た思うんですが、今回その姿がないというこ

とでございます。 

 また、その上の補助金のところでは、緊急

通報の関係が文字がなくなっておると思うん

ですが、これも先日の本会議でもお話ししま

したように、今度は24時間のセンター方式に

変えるということで、従来の消防本部との通

報装置というのがごそっと変わりますので、

そういった関係でなくなっておるところでご

ざいます。 

 それから、118ページの今おっしゃられた

のは組合のほうの収集運搬の積算の根拠とい

うことでございますが、これにつきましては

私どもには余り資料がないということで、こ

れまでもお話をしたかと思いますが、資料が

ございませんので、出しようがないというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 何点かお尋ねをいたしま

す。 

 まず、用務員の派遣委託料ですとか、パー

ト保育士賃金、パート調理員賃金等は補正予

算第４号においては減額してるわけですが、

このたびの新年度予算においてはこういう部

分につきましては年度当初においては目いっ

ぱい集金された場合で計算されているのか、

そのあたりをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続いて、揖龍衛生での入札についてです…

… 

（佐野芳彦議員「ページ言うてくれ

る。予算委員会でもいろいろあるか

ら、記述しとかなあかんからページ言

うてくれる。予算委員会の」の声あ

り） 

 私に直接言われても、私……。 

（佐野芳彦議員「質問しよるとこのペ

ージを言うて」の声あり） 

（嶋澤達也議員「後で資料……服部君

出したらええやんか」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

（嶋澤達也議員「ページ言うたって、

今からいうたら時間限られとんやか

ら、予算委員会はまたあんたが別に出

したらええやんか」の声あり） 

○服部千秋議員 続きまして、揖龍保健衛生

での入札についてですけれども、原則的に一

般競争入札にしてもらいたいという旨、太子

町議会は申し入れ書を出しているわけです

が、副管理者はどのように思われているかを

お聞かせいただきたいと思います。 

 また、このたびの事件においては賄賂を職

員が議員に渡す役割をしたり、また業者から

センターの備品を購入したように装って組合

から購入代金名目で200万円をだまし取った

と。この今後者については２月26日の神戸新

聞に載ってるわけですが、そういうことにつ

いてその部下の管理について管理者とか副管

理者はどのようにされていたのかをお尋ねし

たいと思います。 

 それから、少し細かな質問になるんです

が、118ページですけれども、節11需用費、

光熱水費、これ上太田の瓦れき処分場の電気

料３万1,000円とあるのですが、この細かく

なぜ３万1,000円というふうに出されてるの

かなというか、こういうふうにできるのかと

いうその理由ですね。これは同様に、例えば

194ページですが、194ページの例で言います

と、節11の需用費の燃料費19万9,000円とい

うふうに細かく出されているわけですが、こ

のように細かく出せるのはなぜかなというこ
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とをお答えいただきたいと思います。 

 それから、44ページですが、節１学校費委

託金、理科おもしろ推進事業委託金、この内

容をお教えいただきたいと思います。 

 136ページですが、節16の原材料費、町道

維持補修用の材料費、これが244万2,000円と

あるんですが、これここ数年どのようになっ

てますでしょうか。 

 といいますのは、十分足りるのかなという

この町道の維持補修を思うわけで、ここ数年

多分減ってるのかなというふうに思うのです

が、従来はもっとあったと思うんですが、こ

れで大丈夫でしょうか。大丈夫と思うから上

げてるというふうにお答えになると思うんで

すが、大丈夫かなというふうに思うのでお伺

いしております。 

 それから、先ほどこの糸井・矢田部の客土

工事について助久のところの土を最初は使う

というふうにおっしゃったんですが、後でま

たこれは使わないということおっしゃったん

ですけれども、それでその…… 

（町長首藤正弘「関係ない」の声あ

り） 

（嶋澤達也議員「言わんかい、言わん

かい」の声あり） 

 いや、関係ありますよ、ここ、後ろ載って

ますから。 

 その土を使われないと言われてるので、ち

ょっとお伺いしたいことがありますので、お

伺いをいたします。 

 その経緯ですが、最初はどうも県土地改良

事業団体連合会と太子町もこの問題の土とそ

うでないものをどうもまぜて、えい使ってし

まえという感じで一たんはゴーサインを出さ

れていたところが、あるところからこの土の

安全性について問い合わせがあったところ方

針が変わったのではないかという情報を得て

おります。もしそうであるとすれば、あるい

は安全面のことからお尋ねしたいのですが、

本当にこの土地は管理土壌にしておかなくて

もよいのでしょうかということの確認をした

いと思っています。 

 それから、２点目ですが、その土の運び

方、この処分の仕方にもよるわけですが、ま

たこれにもお金がかかります。この処分の仕

方にもよりますが、やり方によれば、ある情

報によれば、これは1,000万円ぐらいかかる

と。また、これ補正予算をこのことに組まれ

るのかどうなのかということをお尋ねしたい

と思います。 

 それから、これにまたお金が別途かかるの

であれば、その業者選定どのようにされるの

か、既にどこか決めておられるのか、どのよ

うにされるのかという点についてお答えをい

ただきたいと思います。お願いします。 

○議長（北川嘉明） 間もなく定刻の５時が

来ますが、会議規則第９条第２項の規定によ

って、会議時間を延長します。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、予算の

136ページの町道維持補修材料費、これにつ

きましてはやはり実績とかをにらみまして、

最低という形で今のところ予定しておりま

す。もし足らないようでしたら、補正をさせ

ていただいて、必要とあれば補正という対応

をしていきたいというふうには考えておりま

す。 

 それと、先ほど出てました…… 

（服部千秋議員「ここ数年の動き」の

声あり） 

 数年の動きは現在手許に資料がございませ

ん。 

 それと、助久の土の件でございますけど

も、これにつきましては一応利用すべく保管

しておいたわけで、これを現在すぐに利用す

るという表現で私は言っておりません。 

 ですから、そこの管理につきましては町は

基本的には関係はございません。ですから、

処分費用につきましても町としましては今土

壌の問題がありますので、関係者と協議し

て、どういう処分になるのかということを今

現在協議中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（丸尾 満） 118ページの

光熱費のお尋ねがございました。３万

1,000円、えらい細かいなということなんで

すが、あくまで実績に基づいたところの予定

額でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 揖龍衛生の件でご質問

がございました。副管理者としてここで答弁

するというのは、やはり太子町議会でござい

ますのでいかがなものかとこのように思うと

ころでございます。しかし、今太子町議会か

ら申し入れを受けております入札の件等は十

分に新年度につなげていきたいと、このよう

に思っております。 

 また、職員の管理の問題でございますが、

これにつきましては組合の管理者としてはや

はり職員の管理というのは難しい点もござい

ますし、そうしたところをしっかり今後検証

していって対応策を考えていきたいと、この

ように考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 44ページの理科お

もしろ推進事業の関係でございます。これに

つきましては19年、20年度として県事業でや

っとったわけでございますけども、県の直の

事業でしたんですけど、21年度から県の補助

事業ということで小学校の５、６年生を対象

に理科の授業に理科の推進員や特別講師を活

用して観察、実験活動等における教員の支

援、それと先端科学技術に対する実験等の体

験活動などを行い、小学校における理科の授

業の充実、活性化と理科の指導の向上を図る

という目的で21年度から県事業で始まったと

ころでございます。 

○議長（北川嘉明） 16万円何ぼとかは。

19万9,000円。 

○教育次長（塚原二良） 19万9,000円。 

○議長（北川嘉明） 194ページ。 

○教育次長（塚原二良） 体育館。 

 これの燃料費関係につきましては、公用車

もございますので、これは想定として、例え

ばガソリンでしたら、リッター今100、これ

根拠でしたら138円の40リッターぐらいはた

くだろうというような想定のもとでこういう

計算で、それと灯油、これは財政のほうから

ガソリン、灯油等々の単価を表示してきます

ので、決まってきますので、それに基づいた

12カ月分を積算しておるところでございまし

て、ですからそれによりますと端数まで何千

円というふうに積算ができるということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長、用務員、パ

ート賃金の当初の予算のあり方。 

 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） アルバイト賃金

につきましては事前に各課照会をかけまし

て、その年度に合う業務いっぱいという形で

の賃金を計上させていただいております。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 服部議員。 

○服部千秋議員 パート保育士及びパート調

理員はお答えなかったんですが、それも今総

務部長がお答えになったということで、丸尾

部長、よろしいんですね、目いっぱいで立て

ているからこうなってるんですか。 

 それであと、ちょっと揖龍衛生のごみの負

担金のことをお尋ねいたします。 

 エコロのほうでこの契約するようになって

から大体3,000万円ほど、太子町が契約して

いたのと比べて安くなっております。これは

ごみステーションが増えているけれども、ご

みは最近では減ってきておりますけども、安

くなってるんですが。これ以前ですね、所長

にこれなぜこういうふうに安くできるんかと

聞いたことがございます。業者からこの揖龍

クリーンセンターのほうの考えている基準に

合うところにまで書類を持って来るまで突き

返してやっているということでしたが、この

件に関しては太子町で契約していたときより

も3,000万円も安く契約してくれたわけで、
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本当にこの点はかなり貢献してくれたと思っ

てるんですけども、こういうふうに値段が変

わっていくのに太子町としては何か、なぜこ

ういうふうになるのか思い当たる節があるの

でしょうかというようなことと、それからユ

ーロ円債について私もお尋ねしたいのです

が、近隣のある市に行ったときに太子町と同

じような担当課のところに行ってお伺いした

ことがあります。こちらではユーロ円債を購

入されておりますかということをお尋ねいた

しましたが、公金は安全な運用をしなければ

いけませんので、そういうものには手を出し

てませんよというお答えをいただいたわけで

すが、本当に果たして太子町ではこれを購入

されてるわけですが、本当に安全なのでしょ

うかについてお答え願います。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほども言い

ましたように、元本保証、22％保証で解約に

なると、22％利益で解約になるということで

問題はないというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 揖龍の保健衛

生の事務組合の負担金につきましては、当然

それぞれ事項が上がっておりますけれども、

これらの分担については組合の条例に基づい

て率がちゃんと明記をされております。その

うちの今お尋ねは収集に関してのお尋ねかと

思うんですが、これにつきましては組合のほ

うが当然委託に足る金額というのをひとつ片

方に持って契約のほうに入ってくれておると

いうことでございまして、以前太子町がやっ

てたときの額との今比較を言われましたんで

すが、私もちょっとその何ぼの差というのは

頭にはないんですけれども、現在、また前年

度というとらまえ方といたしましては、先ほ

ど申しましたように、今そういった収集につ

いてはやはりごみの量、ないしは効率の面か

ら収集場所といったところが大きな要素かな

という思いがいたしておりますので、それに

ついて大きな差がないということでございま

すので、前年と同額という今回もとらまえ方

をいたしておるというところでございます。 

○議長（北川嘉明） 保育所のパートの…

…。 

（服部千秋議員「パート保育士、総務

部長の答えられたんと同じですか」の

声あり） 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保育所のパー

トさんの件、私の答弁がないということでし

たんですが、先ほど総務部長がお答えをいた

しましたと同様でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 町税関係で東芝分の、いわ

ゆるこれは均等割300万円と、それから固定

の関係で当初分説明してください。 

 それからあと、24ページの負担金の老人ホ

ームとか保育所なんかの負担金の根拠は、こ

れは委員会できちっと説明していただくよう

に要請しておきたいと思います。 

 それから、いわゆる排土客土の関係です

が、これはもともとから説明にもありますよ

うに、東芝が直接でも可能やし、町がやって

もいけるしということなんですが、今になっ

て搬出土壌の関係で町が中に入って土地改良

に行くと、こういうような形なんですが、な

ぜこういうふうになるかがまだ私は理解に苦

しむ。今さっき説明があって亜鉛が入ったよ

うな土を検査の結果は使わないと言うけれど

も、実際今の答弁で利用すべく保管をしてお

ったということ、そしてそこの管理は町関係

がないと、それから処分費用は協議中と、今

そういう答弁しましたな。これどういうこと

ですか。 

 私はこの土はどっから持ってくるかは関係

ないことだと言いますけれども、ほんまにど

こからの土かが今回これストックした土に亜

鉛ていうものが入って、それいつからストッ

クし始めたんか、どっから出た土なのか、こ

の辺はちゃんと探らないとだめなんですよ

ね。野積みしておれば流出をするという危険
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があります。そういうことに対する対応も当

然あると思うんですが、2,100トンか何かで

しょう。そういうようなことをきちっと説明

しないといけないじゃないですか。これ一遍

きちっと説明してください。 

 財産収入で電柱の関係では94ページかな、

これ。44ページかな。それ説明と、それから

繰り越しは1,000万円しかない予定ですか。 

 それと、文化会館の問題のやつですわ。そ

れで歳入では、いわゆる電気・上下水道で

84万円、歳出では12万円かな。冷蔵庫借料が

あるわけですね。これあらかじめこういうふ

うになるというて予定しとったんですか。今

の予算にきちっと計上してあるということ

は。使用料は、これは町が払うわけですわ

ね。受け取る側のほうは84万円、出すほうは

12万円、この関係説明してもらえますか。 

 それから、嘱託事務と、それから自治会活

動の助成、これをあわせて本当に自治会との

協力、協働の関係を築くべきだと私は思うん

ですね。そしたらもう、きちっと会計もする

はずです。嘱託事務に関しては1,587万円を

組んで８万円の均等、平等と戸数で900円の

戸数で１万1,500戸の計上しとんやね。それ

から、自治会活動の助成では３万円と67自治

会、ほで戸数では400円と１万1,492戸、ここ

同じ予算組んでも戸数も違うし、何でこない

ことなるの。一度見てください。言うとんの

は60ページと74ページです。わかりますか

な。 

 それから、委託料、工事請負費の関係で

は、これ聞きよったら、きちっとせないけん

と思うのは、金額が入ってるものと入ってな

いもの、これは少なくとも金額を入れるよう

にしてください。委員会でもきちっと説明し

てください。これはもうページ言よったらい

っぱいあります。全部検証してください。ほ

いで、長も説明してください。 

 そうしときますわ、ちょっとね。 

 それから、社協への1,539万5,000円、これ

は何の負担でしたかね。それ90や。どっか見

とってもらったらわかると思うけど、90や。

それ説明してください。 

 それと、図書750万円、これは何を充当す

るつもりですかね。 

○議長（北川嘉明） この際、暫時休憩しま

す。 

 再開は５時20分。 

（休憩 午後５時05分） 

（再開 午後５時20分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） この土壌汚染の関係の

対策の工事の件でございますが、先の議員さ

んにも申し上げましたんですが、私のほうに

はまだ何もそうした情報等が入っておりませ

ん。昼の休憩中になぜそういうことが出てる

んだということで担当課長を呼んだところで

ございますが、詳しい内容等を十分聴取等し

まして、また委員会のほうで答弁させていた

だきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、東芝の法

人税の関係でございますが、これは均等割の

み300万円ということでございます。 

 あと、固定資産のほうにつきまして土地が

6,805万5,000円、家屋につきましては

3,449万8,000円、それと償却資産のほうでご

ざいますが、２億2,330万2,000円という数字

でございます。合わせまして、３億2,885万

5,000円という税額でございます。 

 それと、嘱託事務委託料と自治会活動助成

金の関係でございますが、嘱託事務委託料に

つきましては一応全１万1,500世帯という見

込みを立てておりまして、自治会活動助成金

のほうとの差、８戸になるわけですが、これ

は常全西の８軒が自治会活動されてないと、

１つの単位自治会ではないということでの差

でございます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 44ページの財産収

入の電柱でございますけども、私どもで担当
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しております分についてのみご答弁申し上げ

ます。 

 電柱用地貸付料ということで1,300円掛け

る89本、それから電話柱用地貸付料というこ

とで760円掛ける６本、それから二次占用と

いうことで平米単価７円掛ける42メートル掛

ける４本プラス７円掛ける59.7メートル掛け

る１本ということで12万1,840円が私ども財

政課の所管でございます。 

 それから、繰越金の1,000万円でございま

すが、これは理屈の上では10万円でもいいし

１億円でもいいしという話になりますが、私

ども事務方としては常套手段としてこういう

やり方を1,000万円ということでやっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係の

44ページの財産、電柱用地の関係でございま

す。私どものほうは17万5,000円は該当しと

るわけでございますけども、関西電力につい

て１本当たり1,300円のが49本、二次占用分

が単価７円のが450メートル、それと東中の

鉄塔敷地分が単価1,200円の47平米、それと

地中電線の管路の分で単価77円で380平米、

それと人工部分が1,200円の単価で11平米、

それとＮＴＴ分が単価760円の10本、それと

二次占用分が単価７円の294メートルでござ

います。 

 それと、図書の購入計画、750万円の計画

でございますけども、全体的には今考えてお

りますのは、3,140冊分ということでござい

まして、内容的には一般図書が単価2,500円

ぐらいのを2,540冊、それと児童図書としま

して単価1,600円で500冊、参考図書関係でご

ざいますが、それは4,000円で50冊、大活字

本が3,000円の50冊等を見込んで積算いたし

まして、予算化をいたしておるところでござ

います。 

 それと、喫茶店関係でございますが、これ

は出のほうは冷蔵庫がリースで借りておりま

すので、これは月は１万円の12カ月分の12万

円と。入のほうでは使用料は、これは文化会

館の使用料ということで、喫茶店を含んで

1,812万円ということで、それともう入のほ

うでは電気、喫茶店関係の電気、上下水道、

これが月７万円ぐらいということで12カ月

分、これ84万円ということで積算をいたして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 90ページの社

会福祉協議会への1,539万5,000円でございま

すが、これまでの公益法人の補助金でござい

まして、計算上はこれに1,000万円を加えま

した2,500万円相当を予定をいたしておりま

したんですが、先般の補正予算のときにもご

説明申し上げました保健福祉会館の給湯空調

システム、チラーですね、チラーのやりかえ

2,100万円がございまして、そのうちの半分

相当を社会福祉協議会もご負担をいただくと

いうことで従来の補助金2,500万円から

1,000万円、半分相当を引いた1,539万

5,000円の計上ということでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 嘱託と、それから自治会活

動助成、私は何で言うたかというのは、戸数

の差ももちろんそうなんですが、１つにまと

めて自治会に協力、協働の関係を確立しては

どうか言うたんですよ。その戸数の差はそう

いう８戸の差がありますと、自治会活動して

ないからとか、そういうふうなものではない

と思うんですよ。ほんで、違いますかね。ほ

んまにこれ２つあるんですよ、この嘱託てい

うのと自治会活動と。だから、やはり自治会

活動助成でもちろん今消防団のことだとか、

各種の問題があるわけですから、自治会にい

ろいろ協力をいただくことはそれで大事なこ

とだと思いますが、その自治会活動の中に、

いわゆる町が委託する嘱託事務、そういうも

のを中に入れて、そして自治会自体に基本的
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には支出をすると。そうなったら、そういう

ややこしいほんまにだれがメールの仕事をし

とるんかというようなこともなくなるし、自

治会もしっかり受けとめてくれる体制はどこ

ともあると思うんです。だから、そういうこ

とをやっていくのが当たり前やと思うんです

ね。それをやらずに一部の嘱託員にこういう

ことにして、ほいでその嘱託員が実際は自治

会でやっていながら自治会にその金を納めな

いと、こういう問題が表に出とんや。加古川

もそうなんや。だから、それを改善したりし

ていくのには、自治会活動助成の中にこの部

分を入れて一緒にやっていただきたいという

のは私は当たり前やと思うんですが、その点

が整理がいると思うんですね。 

 それから、繰越財源で私は留保財源という

ことを総括で言いました。それで、900万円

のことを話ししてましたけど、900万円でし

たかね、交付税の関係でありますというよう

なこと言うてましたけども、繰り越しは箇所

取りやと、そういう乱暴なことではあきまへ

んで。やっぱり繰越財源、当然見込んでここ

に計上すると、当たり前のこと私は言うとん

ですよ。だから、そこははっきりしていただ

かないといけない。 

 それから、文化会館の、これはまだ契約者

もわからんときに予算組んだんですわなあ、

これ。ほいで、何でこないこと、あらかじ

め、だから予定しとったんかというて聞いと

んや。こういうようなことを仕組んどったん

かと、いうことになりますやんか。だから、

そういう点で伺ってんですよ。その点、整理

して答えてください。 

 それから、町長が答弁されたのは、これは

しっかり後調査をされて、私はだれがどう言

うよりも今までの質疑からを含めて、そして

あそこに土を積んどる、どこから来た土が亜

鉛を含有しとんかと、そしてそれが流出する

危険はあったんですよ、それが。だから、そ

ういうことがいつからどこの土が積まれたも

のかというのは必ず追跡してほしいと。これ

は生活環境上の問題がありますから、それも

ここでは要請しておきたいと思うんですね。

後をしっかり調査して委員会で答えてもらっ

て結構ですから、ここであいまいなこと言っ

てもらうよりもええと思いますので、それは

どこから出てきた土がそういう汚染物質で汚

染されとんかということを、重大なことです

から、説明できるようにしといてください

ね。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 文化会館の関係で

ございますが、この予算案の見積もり時期、

11月末ぐらいですが、報告でもさせていただ

いたように、月使用料が10万円、保証金が

300万円でという話があったのが10月に最初

にございましたので、これは入っていただけ

るというようなこれは話になるなということ

で、その時点で予定をしていたということで

ございますので、それからこの方が断念され

たわけですけども、やめられたわけですけど

も、そういうことで10月ごろにこの方といけ

るというようなことで進めておったもんです

から、予定をしていたということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 事務委託料の関

係でございますが、今のその事務委託料のや

り方というのは過去にも長い歴史の中で今現

在があるということでございます。いい方向

に整理することは、これはもう大切なことだ

と感じておりますので、ここでの方向性につ

いての即答は避けさせていただきます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 繰越金という見え

ない数字に対してあやふやな数字を置くこと

はできません。繰越金は結果として出てくる

ものでございます。常套手段として1,000万

円を置いたということでございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 井川芳昭議員。 
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○井川芳昭議員 少しお尋ねをいたします。 

 この件はちょっと毎回予算委員会の中でも

不思議なと思うんです。これテレビの受信料

関係なんですけど、162ページのこの学校管

理費の中で節14の使用料及び賃借料のところ

ですね、テレビの受信料が６万円であると

か、それから青少年教育費のところの178ペ

ージの節14の使用料のところのテレビ受信料

４万5,000円であるとか、これいろいろとば

らばらでね、昨年もこれいろいろと不思議や

なと、何がどう違うのかなというふうにも思

っておったんですけど、その点が１点と。 

 それと、各種損害保険料というんですか

ね、いわゆるページで言えば110ページの保

健衛生費のところに節12の保健事業損害保険

料とか、こういったいろんな、車も含めての

損害保険料なんですけど、この内容がどんな

保険に入られて、どういうような内容でその

入られてる代理店がどこであるとか、共済絡

みもあるかと思うんですけども、今のところ

その詳しいことはわからないと思うんで、次

の予算委員会までに各種その保険料のことを

含めて回答を願いたいと思います。 

 それと、158ページの節15のこの工事費の

ところで、先日龍田小学校との耐震補強工事

と、それと太田小学校の校舎の増築工事費の

ところですね、答弁で次長も龍田小学校の耐

震補強工事のところを耐震工事を含めてトイ

レの改修工事も行われると言われておったん

ですけども、この辺もそしたら太田小学校の

トイレの改修の話も以前から話もしておった

と思うんですけども、これもこん中に含まれ

て、ついでと言ってはなんですが、やっても

らえるのか。それとも、その太田小学校の耐

震工事のときにまたそれは含めてやっていた

だけるんか、その辺もお伺いします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 済んません。太田

小学校関係の増築の話も出たんですけど、ま

ず耐震補強にあわせて関連工事ということ

で、外側を補強するだけじゃなしにあわせて

中のトイレ、それとかあと修理というか、改

良するところもあれば考え方としてはあわせ

てやっていきたいということでございます。

ですから、太田のその小学校の増築につきま

しては、これ考え方としては別でございます

んで、今回補助の絡みもございますので、そ

こら辺の中を調査しながらできることはやっ

ていきたいなとは思いますけども、基本的に

は増築だけになるのかなというふうに考える

ところでございますんで、あわせてそれも今

詳細にはまたこれにつきましては予算委員会

の中でまたどういうもんが入ってるかという

ことはお示ししたいと思います。 

 それと…… 

（「テレビの受信料」の声あり） 

 テレビの受信料は、これはＮＨＫの定額で

ございますんで場所によって、今どこでした

かいね、178ページなんかでしたら、これ学

童のんですので、斑鳩と太田と石海、これが

いわゆるこの…… 

（「社会教育費」の声あり） 

 はい、これは太田も、ご存じのように、学

童が別になっておりますので、石海もこの農

協の跡、斑鳩について今また運動場のどこに

建てるということで、学校から引くんじゃな

しにこれは別ということで、そこに定額の分

が上がってくるという考え方で、ですからそ

れともう一つは、これは学校関係でございま

すんで、どこでした。 

（「162」の声あり） 

 162。 

 ですから、これはもう定額で、教育関係に

ついては、要するに教室に入っているのは要

らないということでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 各種保険、またテレビ

に関しては予算委員会の中で答弁できるよ

う、担当課、準備をしておいてください。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 
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 ただいま議題となっています議案第21号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり７人の

委員で構成する平成21年度一般会計予算委員

会を設置し、これに付託することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第21号は７人の委員で構成

する平成21年度一般会計予算委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました平成21年度一般会

計予算委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第１項の規定により、井川芳昭

議員、中井政喜議員、井村淳子議員、花畑奈

知子議員、佐野芳彦議員、村田興亞議員、橋

本恭子議員、以上７名を指名したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました７人

の議員を平成21年度一般会計予算委員会の委

員に選任することに決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後５時42分） 

 

 

（再開 午後５時42分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、ご報告申し上げます。 

 休憩中に平成21年度一般会計予算委員会が

開催され、委員会条例第８条第２項の規定に

基づき委員の互選により委員長に橋本恭子議

員、副委員長に佐野芳彦議員が選出されまし

たので、ご報告申し上げます。 

 以上で報告は終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は３月９日午前10時から再開し

ます。 

 なお、３月９日の本会議は、改めて開催通

知はいたしませんのでご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 ご苦労さまでした。 

（延会 午後５時42分）

 


